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外
国
法
人
の
所
得
課
税
制
度
の
総
合
主
義
か
ら
帰
属
主
義
へ
の
見
直
し
の
内
容

第
2
章　

国
際
課
税
に
お
け
る
国
内
法
と
租
税
条
約
の
関
係
に
つ
い
て

第
3
章　
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
二
〇
一
〇
年
（
平
成
二
二
年
）
モ
デ
ル
租
税
条
約
に
お
け
る
事
業
所
得
条
項
改
正
と
日
本
の
現
行
租
税
条
約
と
の
関
係

第
4
章　

米
国
に
お
け
る
Ｐ
Ｅ
関
連
の
租
税
条
約
と
国
内
法
の
関
係

第
5
章　

検　
　
　

討

　

お
わ
り
には

じ
め
に

平
成
二
六
年
度
税
制
改
正
に
よ
っ
て
、
外
国
法
人
の
所
得
に
対
す
る
法
人
税
課
税
が
総
合
主
義
か
ら
帰
属
主
義
に
改
め
ら
れ
た
。
こ
れ

は
総
合
主
義
が
昭
和
三
六
年
の
税
制
調
査
会
で
提
案
さ
れ
、
昭
和
三
七
年
税
制
改
正
で
導
入
さ
れ
て
以
来
五
二
年
ぶ
り
の
国
際
課
税
分
野
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の
大
改
正
で
あ
る
。

こ
の
改
正
の
背
景
に
は
、
国
内
法
を
、
二
〇
一
〇
年
改
訂
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
新
七
条
（
以
下
、「
新
七
条
」
と
い
う
。）
に

お
い
て
採
用
さ
れ
た
、（
Ｐ
Ｅ
に
対
す
る
独
立
企
業
と
し
て
の
擬
制
を
よ
り
厳
格
に
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
を
捉
え
る
）A

uthorized 

O
ECD

 A
pproach

（
以
下
「
Ａ
Ｏ
Ａ
」
と
い
う
。）
に
沿
っ
た
も
の
に
す
る
意
図
が
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
後
の
租
税
条
約
交
渉
に
お
い
て
日
本
側
が
提
案
す
る
新
七
条
が
そ
の
ま
ま
合
意
さ
れ
る
保
証
は
な
く
、
現
に
Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ
加
盟
国
の
中
に
も
二
〇
一
〇
年
改
訂
前
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
七
条
（
以
下
、「
旧
七
条
」
と
い
う
。）
を
そ
の
ま
ま
維
持
す
る
こ
と
を
、

二
〇
一
〇
年
改
訂
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
コ
メ
ン
タ
リ
ー
で
留
保
す
る
形
で
宣
言
し
た
国
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
非
加
盟
の
開
発

途
上
国
の
多
く
は
、
Ａ
Ｏ
Ａ
に
よ
る
税
務
執
行
の
困
難
性
を
嫌
い
、
旧
七
条
に
固
執
す
る
国
も
多
く
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
。
そ
れ
に
加
え

て
、
留
保
を
付
し
て
い
な
い
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
と
の
租
税
条
約
に
お
い
て
も
、
新
た
な
租
税
条
約
改
定
交
渉
に
よ
っ
て
新
七
条
に
よ
る
租

税
条
約
に
改
正
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
旧
七
条
が
規
定
さ
れ
た
現
行
租
税
条
約
を
国
内
法
に
優
先
し
て
適
用
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
下
で
、
平
成
二
六
年
度
税
制
改
正
後
の
国
内
法
と
租
税
条
約
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

第
1
章　

外
国
法
人
の
所
得
課
税
制
度
の
総
合
主
義
か
ら
帰
属
主
義
へ
の
見
直
し
の
内
容

第
1
節　

平
成
二
六
年
度
改
正
前
の
法
人
税
法
に
お
け
る
外
国
法
人
所
得
に
対
す
る
総
合
主
義
の
概
要

平
成
二
六
年
度
税
制
改
正
前
の
法
人
税
法
（
以
下
、「
旧
法
人
税
法
」
と
い
う
。）
は
、
外
国
法
人
の
所
得
に
対
す
る
課
税
に
お
い
て
、
総

合
主
義
（
全
所
得
主
義
）
を
採
っ
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、
外
国
法
人
が
「
国
内
に
支
店
、
工
場
そ
の
他
の
事
業
を
行
う
一
定
の
場
所
」
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を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
外
国
法
人
の
す
べ
て
の
国
内
源
泉
所
得
を
法
人
税
の
課
税
対
象
と
し
て
、
当
該
一
定
の
場
所
を
通
じ
て
申
告

納
税
義
務
を
課
す
る
制
度
で
あ
る
。

旧
法
人
税
法
に
お
い
て
は
、
租
税
条
約
上
の
用
語
で
あ
る
恒
久
的
施
設
（Perm

anent Establishm
ent

、
以
下
、「
Ｐ
Ｅ
」
と
い
う
。）
の
文

言
は
使
わ
ず
に
、「
国
内
に
支
店
、
工
場
そ
の
他
の
事
業
を
行
う
一
定
の
場
所
」（
租
税
条
約
上
の
「
Ｐ
Ｅ
」
に
該
当
）、「
国
内
に
お
い
て
建

設
、
据
付
け
、
組
立
て
そ
の
他
の
作
業
又
は
そ
の
作
業
の
指
揮
監
督
の
役
務
の
提
供
を
一
年
を
超
え
て
行
う
場
合
」（
租
税
条
約
上
の
「
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｐ
Ｅ
」
に
該
当
）、「
国
内
に
自
己
の
た
め
に
契
約
を
締
結
す
る
権
限
の
あ
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
で
政
令
で
定
め
る
も

の
」（
租
税
条
約
上
の
「
代
理
人
Ｐ
Ｅ
」
に
該
当
）
に
区
分
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
法
人
税
法
の
課
税
所
得
の
範
囲
が
規
定
さ
れ
て

い
た）1
（

。
外
国
法
人
の
法
人
税
課
税
対
象
国
内
源
泉
所
得
の
中
に
は
、
所
得
税
法
上
の
源
泉
徴
収
課
税
対
象
で
あ
る
国
内
源
泉
所
得
に
も
該
当
す

る
も
の
が
あ
る）（
（

た
め
、
所
得
税
と
法
人
税
の
二
重
課
税
を
防
ぐ
た
め
、
源
泉
徴
収
所
得
税
額
を
法
人
税
額
か
ら
税
額
控
除
す
る
仕
組
み
と

な
っ
て
い
た）（
（

が
、
こ
の
制
度
は
、
平
成
二
六
年
度
税
制
改
正
後
の
法
人
税
法
（
以
下
、「
新
法
人
税
法
」
と
い
う
。）
に
お
い
て
も
引
き
継
が

れ
て
い
る）（
（

。
第
（
節　

新
法
人
税
法
に
よ
る
外
国
法
人
所
得
課
税
に
お
け
る
帰
属
主
義
の
概
要

平
成
二
六
年
度
改
正
に
よ
り
、
外
国
法
人
の
法
人
税
課
税
は
新
た
に
帰
属
主
義
に
よ
る
制
度
に
改
め
ら
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
旧
法
人

税
法）（
（

に
あ
っ
た
Ｐ
Ｅ
該
当
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｐ
Ｅ
該
当
、
代
理
人
Ｐ
Ｅ
該
当
の
も
の
を
認
定
す
る
規
定
が
、
新
法
人
税
に
お
い
て
は
Ｐ
Ｅ

定
義
規
定
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た）（
（

。
そ
れ
と
共
に
、
外
国
法
人
の
法
人
税
課
税
対
象
国
内
源
泉
所
得
の
中
に
、
新
た
に
「
Ｐ
Ｅ
帰
属
所



二
四
八

得
」
と
い
う
類
型
が
加
え
ら
れ
た）（
（

。

Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
と
は
、「
外
国
法
人
が
Ｐ
Ｅ
を
通
じ
て
事
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
Ｐ
Ｅ
が
当
該
外
国
法
人
か
ら
独
立
し
て
事

業
を
行
う
事
業
者
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば）（
（

、
当
該
Ｐ
Ｅ
が
果
た
す
機
能
、
当
該
Ｐ
Ｅ
に
お
い
て
使
用
す
る
資
産
、
当
該
Ｐ
Ｅ
と
当
該
外
国

法
人
の
本
店
等
と
の
間
の
内
部
取
引
そ
の
他
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
当
該
Ｐ
Ｅ
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
所
得
（
当
該
Ｐ
Ｅ
の
譲
渡
に
よ
り
生
ず

る
所
得
を
含
む
）」
で
あ
る）（
（

。

こ
の
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
条
項
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
、
国
内
に
所
在
す
る
外
国
法
人
の
Ｐ
Ｅ
に
所
属
す
る
従
業
員
が
第
三
国
に
出
張
し
て
得

た
所
得
に
つ
い
て
も
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
に
該
当
す
る
た
め
、
国
内
源
泉
所
得
と
し
て
課
税
対
象
と
な
る
。
こ
う
し
た
所
得
は
、
旧
法
人
税
法

で
は
国
外
源
泉
所
得
と
し
て
法
人
税
の
課
税
対
象
と
し
て
こ
な
か
っ
た
た
め
、
新
法
人
税
に
お
け
る
帰
属
主
義
の
採
用
に
よ
り
、
新
た
に

法
人
税
の
課
税
対
象
に
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

新
法
人
税
法
で
は
、
外
国
法
人
に
対
す
る
法
人
税
の
課
税
対
象
と
な
る
国
内
源
泉
所
得
は
、
イ
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
（
一
号
所
得
）、
ロ
国
内

に
あ
る
資
産
の
運
用
又
は
保
有
に
よ
り
生
ず
る
所
得
（
二
号
所
得
）、
ハ
国
内
に
あ
る
資
産
の
譲
渡
に
よ
り
生
ず
る
所
得
（
三
号
所
得
）、
ニ

国
内
に
お
い
て
人
的
役
務
の
提
供
を
主
た
る
内
容
と
す
る
事
業）（（
（

を
行
う
法
人
が
受
け
る
当
該
人
的
役
務
の
提
供
に
係
る
対
価（
四
号
所
得
）、

ホ
国
内
に
あ
る
不
動
産
等
の
貸
付
け
に
よ
る
対
価
（
五
号
所
得
）、
ヘ
そ
の
他
の
国
内
に
お
い
て
行
う
業
務
又
は
国
内
に
あ
る
資
産
に
関
し

供
与
を
受
け
る
経
済
的
な
利
益
に
係
る
所
得
（
六
号
所
得
）
の
六
類
型
に
新
た
に
再
分
類
さ
れ
た）（（
（

。

そ
し
て
Ｐ
Ｅ
を
有
す
る
外
国
法
人
に
つ
い
て
は
、
上
記
六
類
型
の
す
べ
て
の
国
内
源
泉
所
得
が
法
人
税
の
課
税
対
象
と
な
り
、
Ｐ
Ｅ
を

有
し
な
い
外
国
法
人
に
つ
い
て
は
、
一
号
所
得
を
除
く
五
類
型
の
所
得
に
つ
い
て
法
人
税
の
納
税
義
務
が
課
さ
れ
た）（（
（

。

そ
の
結
果
、
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①
外
国
法
人
の
法
人
税
課
税
対
象
所
得
が
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
と
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
以
外
に
分
け
ら
れ
、
Ｐ
Ｅ
に
帰
属
す
る
事
実
上
の
全
世
界

所
得
が
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
と
し
て
法
人
税
の
課
税
対
象
に
な
っ
た
こ
と
で
、
課
税
所
得
の
範
囲
が
内
国
法
人
と
同
じ
と
な
っ
た
。
そ
の

一
方
、
上
記
六
つ
の
国
内
源
泉
所
得
類
型
の
う
ち
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
以
外
の
五
類
型
の
所
得
に
つ
い
て
は
、
日
本
に
Ｐ
Ｅ
を
有
し
て
い

る
か
否
か
に
拘
わ
ら
ず
、
法
人
税
の
課
税
対
象
と
な
っ
た
。

②
そ
の
た
め
、
Ｐ
Ｅ
を
有
す
る
外
国
法
人
に
つ
い
て
は
、
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
に
対
す
る
法
人
税
と
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
以
外
の
国
内
源
泉
所
得

に
対
す
る
法
人
税
の
二
種
類
の
法
人
税
を
申
告
納
税
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
こ
の
二
種
類
の
法
人
税
課
税
所
得
は
互
い
に
通
算
で

き
な
い
仕
組
み
と
さ
れ
た
。

③
ま
た
、
上
記
六
類
型
の
国
内
源
泉
所
得
に
該
当
し
な
い
国
内
源
泉
所
得
に
つ
い
て
は
、
Ｐ
Ｅ
が
あ
っ
て
も
法
人
税
の
対
象
所
得
に
含

め
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
所
得
税
の
源
泉
分
離
課
税
で
最
終
課
税
と
さ
れ
た
。

（
こ
う
し
た
改
正
後
の
外
国
法
人
に
対
す
る
課
税
関
係
の
概
要
は
、
別
紙
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
。）

上
記
の
よ
う
に
、
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
に
つ
い
て
は
、
事
実
上
の
全
世
界
所
得
が
国
内
源
泉
所
得
と
し
て
法
人
税
課
税
対
象
と
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
第
三
国
で
稼
得
し
た
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
の
場
合
に
は
、
⒤
第
三
国
政
府
に
よ
る
源
泉
地
国
課
税
、
ⅱ
日
本
政
府
に
よ

る
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
課
税
、
ⅲ
外
国
法
人
の
居
住
地
国
政
府
に
よ
る
居
住
地
国
課
税
の
三
重
課
税
の
可
能
性
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
Ｐ
Ｅ
帰
属

所
得
課
税
に
よ
る
二
重
課
税
を
排
除
す
る
た
め
、
Ｐ
Ｅ
帰
属
課
税
所
得
の
中
に
第
三
国
に
よ
る
課
税
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
に
係
る
外
国
税
額
控
除
制
度
が
導
入
さ
れ
た）（（
（

。

一
般
に
内
国
法
人
に
お
け
る
外
国
税
額
控
除
制
度
に
お
い
て
は
、
日
本
の
実
効
税
率
を
超
え
た
高
税
率
課
税
が
外
国
で
行
わ
れ
た
場
合

に
、
同
制
度
に
よ
る
税
額
控
除
が
当
該
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
に
対
す
る
法
人
税
を
超
え
て
そ
の
他
の
国
内
源
泉
所
得
に
対
応
す
る
法
人
税
に
も



二
五
〇

及
ぶ
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
、
外
税
控
除
限
度
額
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
旧
法
人
税
法
の
下
で
は
、
外
国
法
人
は
事
実
上
国
内
で
発
生

し
た
所
得
の
み
が
国
内
源
泉
所
得
と
し
て
日
本
の
法
人
税
の
課
税
対
象
と
な
っ
て
い
た）（（
（

た
め
、
日
本
と
所
得
源
泉
地
国
で
あ
る
第
三
国
と

の
間
で
二
重
課
税
と
な
る
蓋
然
性
は
低
く
、外
国
法
人
に
対
す
る
法
人
税
課
税
に
お
け
る
外
国
税
額
控
除
制
度
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

も
っ
ぱ
ら
内
国
法
人
の
外
税
控
除
限
度
額
を
計
算
す
る
際
の
国
外
源
泉
所
得
の
定
義
も
「（
事
実
上
の
国
内
源
泉
所
得
で
あ
っ
た
）
国
内
源
泉

所
得
以
外
の
も
の
」
と
の
単
純
な
定
義）（（
（

と
な
っ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
新
法
人
税
法
で
は
、
外
国
法
人
の
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
に
つ
い
て
は
事
実
上
の
全
世
界
所
得
が
、
法
律
上
の
国
内
源
泉
所
得

と
し
て
課
税
さ
れ
る
制
度
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
課
税
対
象
所
得
に
第
三
国
で
課
税
さ
れ
る
所
得
が
含
ま
れ
る
蓋
然
性
が
高
く
な
っ
た
。

そ
の
た
め
、
外
国
法
人
に
つ
い
て
も
外
国
税
額
控
除
制
度
を
導
入
す
る
必
要
が
生
じ
た
が
、
外
税
控
除
限
度
額
の
計
算
に
あ
た
り
、
旧
法

人
税
法
の
よ
う
に
「
国
外
源
泉
所
得
を
国
内
源
泉
所
得
以
外
の
も
の
」
と
定
義
す
る
と
、
第
三
国
で
発
生
し
た
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
は
国
外
源

泉
所
得
と
な
ら
な
い
た
め
、
第
三
国
で
課
税
さ
れ
た
税
を
外
税
控
除
す
る
た
め
の
余
裕
枠
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う）（（
（

。
そ
の
た
め
、
外
税
控

除
限
度
額
算
定
の
際
の
国
外
源
泉
所
得
に
第
三
国
で
発
生
し
た
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
を
含
め
る
よ
う
に
、
新
た
に
外
国
税
額
控
除
制
度
適
用
の

際
の
国
外
源
泉
所
得
の
範
囲
を
列
挙
し
た
規
定
が
追
加
さ
れ
た）（（
（

。

第
（
節　

総
合
主
義
か
ら
帰
属
主
義
に
改
正
さ
れ
た
背
景
・
趣
旨
等

こ
の
よ
う
に
総
合
主
義
か
ら
帰
属
主
義
へ
変
更
さ
れ
た
背
景
・
趣
旨
等
に
つ
い
て
、財
務
省
の
主
税
局
の
立
法
担
当
者
が
執
筆
し
た
「
改

正
税
法
の
す
べ
て
（
平
成
（（
年
版
）」
で
は
、
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

ア
日
本
が
昭
和
三
六
年
以
降
、
国
内
法
に
お
い
て
総
合
主
義
を
採
用
し
て
き
た
の
は
、
内
国
法
人
と
外
国
法
人
と
の
課
税
の
公
平
性
を
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外
国
法
人
の
Ｐ
Ｅ
課
税
に
お
け
る
国
内
法
と
租
税
条
約
の
関
係
に
つ
い
て
（
駒
宮
）

重
視
し
た
こ
と
、
当
時
日
本
へ
の
対
内
投
資
の
割
合
が
極
め
て
高
か
っ
た
米
国
が
総
合
主
義
を
採
用
し
て
い
た
こ
と
、
外
国
法
人
の

本
店
等
が
源
泉
徴
収
の
対
象
と
な
ら
な
い
国
内
源
泉
所
得
を
得
る
よ
う
な
場
合
は
、
わ
が
国
に
所
在
す
る
Ｐ
Ｅ
が
当
該
外
国
法
人
を

代
表
し
て
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
実
務
上
の
便
宜
で
あ
っ
た
こ
と
等
が
理
由
で
あ
っ
た
が
、
日
本
が
締
結
し
た
租
税
条
約
で
は

外
国
法
人
の
国
内
事
業
所
得
に
つ
い
て
帰
属
主
義
が
採
ら
れ
て
い
る
結
果
、
条
約
締
結
国
と
の
間
で
は
帰
属
主
義
、
条
約
非
締
結
国

と
の
間
で
は
総
合
主
義
の
二
元
化
に
な
っ
て
い
た
こ
と
。

イ
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
二
〇
一
〇
年
に
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
の
算
定
ア
プ
ロ
ー
チ
を
定
式
化
し
た
モ
デ
ル
租
税
条
約
新
七
条
を
導
入
し
、
①
Ｐ
Ｅ
の

果
た
す
機
能
及
び
事
実
関
係
に
基
づ
い
て
、
外
部
取
引
・
資
産
・
リ
ス
ク
・
資
本
を
Ｐ
Ｅ
に
帰
属
さ
せ
、
②
Ｐ
Ｅ
と
本
店
等
と
の
内

部
取
引
を
認
識
し
、
③
そ
の
内
部
取
引
が
独
立
企
業
間
価
格
で
行
わ
れ
た
も
の
と
し
て
、
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
を
算
定
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ

（A
uthorized O

ECD
 A

pproach

、
以
下
「
Ａ
Ｏ
Ａ
」
と
い
う
。）
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
日
本
の
国
内
法
も
Ａ
Ｏ
Ａ
に
基
づ
く
帰
属
主
義
へ
見
直
す
こ
と
と
さ
れ
た
。

同
じ
く
、「
改
正
税
法
の
す
べ
て
」
に
は
、
帰
属
主
義
へ
見
直
し
た
こ
と
に
よ
る
意
義
と
し
て
、
次
の
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る

①
総
合
主
義
と
帰
属
主
義
に
二
元
化
さ
れ
て
い
た
課
税
原
則
が
帰
属
主
義
に
統
一
さ
れ
、
対
内
・
対
外
投
資
に
好
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

が
期
待
さ
れ
る
。

②
支
店
形
態
で
進
出
す
る
場
合
と
子
会
社
形
態
で
進
出
す
る
場
合
に
、
同
じ
Ａ
Ｏ
Ａ
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
支
店
形
態
と
子
会
社

形
態
と
の
間
の
課
税
上
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
を
解
消
で
き
る
。

③
今
後
の
租
税
条
約
改
正
交
渉
に
お
い
て
、
新
七
条
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
条
約
締
結
国
と
日
本
と
の
間
の
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
課
税

の
認
識
が
一
致
し
、
二
重
課
税
・
二
重
非
課
税
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
。
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④
旧
七
条
締
結
国
と
の
間
に
お
い
て
も
、
旧
七
条
の
範
囲
で
容
認
さ
れ
た
範
囲
の
内
部
取
引
の
認
識
が
一
致
す
る
こ
と
と
な
り
、
二
重

課
税
・
二
重
非
課
税
の
余
地
が
狭
ま
る
。

こ
う
し
た
指
摘
が
正
し
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
後
で
検
討
す
る
。

第
2
章　

国
際
課
税
に
お
け
る
国
内
法
と
租
税
条
約
の
関
係
に
つ
い
て

第
1
節　

法
人
税
法
・
所
得
税
法
と
租
税
条
約
の
役
割
の
違
い

法
人
税
法
・
所
得
税
法
を
含
め
た
日
本
の
税
法
は
、
憲
法
三
〇
条
の
定
め
る
納
税
の
義
務
を
憲
法
八
四
条
の
租
税
法
律
主
義
に
基
づ
き

具
体
的
に
定
め
る
も
の
と
し
て
立
法
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
課
税
の
根
拠
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
二
国
間
で
締
結
さ
れ
た

租
税
条
約
は
、
主
と
し
て
所
得
源
泉
地
国
と
納
税
者
の
居
住
地
国
に
よ
る
二
重
課
税
を
排
除
し
、
二
国
間
の
経
済
交
流
を
促
進
す
る
こ
と

を
目
的
に
締
結
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
租
税
条
約
は
、
二
重
課
税
を
排
除
す
る
た
め
、
所
得
源
泉
地
国
の
課
税
権
を
制
限
す
る
こ
と
で
所

得
源
泉
地
国
で
の
課
税
額
を
免
除
・
減
額
す
る
と
同
時
に
、
条
約
が
所
得
源
泉
地
国
の
課
税
を
認
容
し
た
所
得
に
つ
い
て
は
、
所
得
源

泉
地
国
で
の
課
税
額
を
居
住
地
国
の
外
国
税
額
控
除
制
度
を
通
じ
て）（（
（

確
実
に
二
重
課
税
を
排
除
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
租
税
条
約
は
常
に
課
税
を
免
除
も
し
く
は
制
限
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
の
み
で
、
い
か
な
る
場
合
で
も
課
税
の
根
拠
と
な
る

も
の
で
は
な
い
。
租
税
条
約
が
所
得
源
泉
地
国
に
お
け
る
課
税
を
容
認
す
る
場
合
で
も
「
課
税
で
き
る
」
と
の
文
言
し
か
と
ら
な
い
の
は

こ
の
た
め
で
あ
り
、
租
税
条
約
が
所
得
源
泉
地
国
に
お
け
る
課
税
を
容
認
し
て
い
る
所
得
に
つ
い
て
、
実
際
に
所
得
源
泉
地
国
が
課
税
す

る
か
ど
う
か
は
当
該
国
の
国
内
法
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
租
税
条
約
が
「
課
税
で
き
る
」
と
し
た
所
得
に
つ
い
て
も
、
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外
国
法
人
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Ｐ
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課
税
に
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け
る
国
内
法
と
租
税
条
約
の
関
係
に
つ
い
て
（
駒
宮
）

課
税
の
根
拠
と
な
る
国
内
法
が
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
課
税
で
き
な
い
。

第
（
節　

国
内
源
泉
所
得
の
範
囲
を
定
め
る
ソ
ー
ス
ル
ー
ル
に
つ
い
て

現
在
の
租
税
条
約
体
系
の
下
で
は
、
い
か
な
る
所
得
を
国
内
源
泉
所
得
に
含
め
る
か
は
基
本
的
に
各
国
の
国
内
法
に
委
ね
ら
れ
て
い

る
）
（（
（

。
従
っ
て
、
条
約
締
約
国
の
国
内
法
に
よ
る
ソ
ー
ス
ル
ー
ル
の
違
い
に
よ
り
、
同
じ
納
税
者
の
同
一
の
所
得
に
つ
い
て
両
条
約
締
約
国

が
自
国
の
国
内
源
泉
所
得
と
す
る
二
重
源
泉
所
得
認
定
が
起
こ
り
う
る
。
こ
う
し
た
二
重
源
泉
所
得
認
定
に
よ
り
、
両
条
約
締
約
国
が
所

得
源
泉
地
国
と
し
て
課
税
優
先
権
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
る
二
重
課
税
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
二
重
課
税
排
除
を
目
的
と
す
る
租
税
条
約

の
趣
旨
に
従
い
、
条
約
上
の
相
互
協
議
規
定
を
通
じ
て
い
ず
れ
の
国
の
国
内
源
泉
所
得
と
し
て
取
り
扱
う
か
を
協
議
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
一
方
、
こ
う
し
た
二
重
源
泉
所
得
認
定
が
租
税
条
約
が
締
結
さ
れ
て
い
な
い
国
の
間
で
生
じ
た
場
合
に
は
、
二
国
間
で
協
議
す
る
た

め
の
制
度
的
手
段
が
な
く
、
国
内
法
に
外
国
税
額
控
除
制
度
が
あ
っ
て
も
国
内
源
泉
所
得
に
対
す
る
外
税
に
つ
い
て
は
適
用
さ
れ
な
い
た

め
、
二
重
課
税
が
そ
の
ま
ま
残
る
こ
と
に
な
る
。

第
（
節　

日
本
の
法
人
税
法
と
租
税
条
約
の
構
成
の
違
い

日
本
の
法
人
税
法
は
、
日
本
の
所
得
税
法
の
よ
う
な
所
得
分
類
を
行
わ
ず
、
す
べ
て
同
一
類
型
の
所
得
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。
所

得
税
法
と
の
対
比
で
考
え
る
な
ら
ば
、
法
人
税
の
課
税
所
得
は
す
べ
て
所
得
税
法
上
の
事
業
所
得
と
し
て
い
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
租
税
条
約
は
、
法
人
の
所
得
で
あ
る
か
個
人
の
所
得
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
所
得
を
分
類
し
、
所
得
類
型
毎
に
所
得
源
泉
地

国
に
お
け
る
課
税
の
可
否
や
課
税
限
度
を
定
め
る
一
方
で
、
租
税
条
約
が
所
得
源
泉
地
国
で
の
課
税
を
認
容
し
た
税
に
つ
い
て
は
、
居
住
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地
国
で
二
重
課
税
排
除
措
置
を
採
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
事
業
所
得
と
他
の
所
得
類
型
が
競
合
し
た
所
得
の
場
合
、
日

本
の
所
得
税
法
で
は
事
業
所
得
に
分
類
さ
れ
る）（（
（

が
、
租
税
条
約
は
、
他
の
所
得
類
型
に
つ
い
て
の
規
定
が
事
業
所
得
条
項
よ
り
も
優
先
適

用
さ
れ
る）（（
（

。

さ
ら
に
、
租
税
条
約
は
所
得
類
型
毎
に
所
得
源
泉
地
国
に
よ
る
課
税
の
可
否
を
規
定
す
る
一
方
で
、
租
税
条
約
が
所
得
源
泉
地
国
に
お

け
る
課
税
を
可
と
し
た
所
得
に
つ
い
て
、
実
際
に
所
得
源
泉
地
国
が
課
税
す
る
際
に
、
い
か
な
る
税
（
法
人
税
と
し
て
か
所
得
税
と
し
て
か
））

（（
（

と
し
て
課
税
す
る
か
、
ど
ん
な
所
得
類
型
と
し
て
課
税
す
る
か
、
い
か
な
る
課
税
方
法
（
源
泉
徴
収
か
申
告
納
税
か
）
に
よ
る
の
か
に
つ
い

て
は
租
税
条
約
上
の
規
定
は
な
く
、
す
べ
て
所
得
源
泉
地
国
の
国
内
法
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

第
（
節　

租
税
条
約
と
国
内
税
法
と
の
関
係

租
税
条
約
も
条
約
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
本
で
は
、
憲
法
九
八
条
二
項
に
よ
り
、
租
税
条
約
が
国
内
法
に
優
先
し
て
適
用
さ
れ

る
）
（（
（

。租
税
条
約
の
主
な
機
能
は
、
所
得
源
泉
地
国
の
課
税
権
の
制
限
と
居
住
地
国
に
お
け
る
二
重
課
税
排
除
の
義
務
付
け
を
通
じ
て
所
得
源

泉
地
国
と
居
住
地
国
の
課
税
権
を
調
整
し
、
二
重
課
税
を
排
除
す
る
こ
と
に
あ
る
。

居
住
地
国
に
お
け
る
二
重
課
税
排
除
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
よ
う
に
、
外
国
税
額
控
除
制
度
が
国
内
法
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
当
該
所

得
の
源
泉
地
国
が
租
税
条
約
締
結
国
で
あ
る
か
否
か
に
拘
ら
ず
、
二
重
課
税
排
除
が
担
保
さ
れ
て
い
る
国
が
多
い
。
そ
の
一
方
、
開
発
途

上
国
の
中
に
は
、
国
内
法
に
二
重
課
税
排
除
の
制
度
が
な
く
、
条
約
上
の
義
務
と
し
て
初
め
て
二
重
課
税
排
除
を
行
う
国
も
あ
る
。
さ
ら

に
は
、
投
資
所
得
以
外
の
所
得
に
対
す
る
外
税
に
つ
い
て
、
租
税
条
約
を
締
結
し
て
い
な
い
国
の
税
に
つ
い
て
は
外
国
税
額
控
除
制
度
で
、



二
五
五

外
国
法
人
の
Ｐ
Ｅ
課
税
に
お
け
る
国
内
法
と
租
税
条
約
の
関
係
に
つ
い
て
（
駒
宮
）

条
約
締
結
国
の
税
に
つ
い
て
は
国
外
所
得
免
除
方
式
で
二
重
課
税
排
除
を
行
う
国
も
あ
る
。

従
っ
て
、
外
国
税
額
控
除
制
度
に
よ
る
二
重
課
税
の
排
除
を
望
む
日
本
法
人
に
と
っ
て
は
、
居
住
地
国
で
あ
る
日
本
の
国
内
法
に
外
国

税
額
控
除
制
度
が
す
で
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
租
税
条
約
上
に
外
税
控
除
の
義
務
付
け
規
定
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
直
接
的
な
メ
リ
ッ
ト
は
な

く
、
所
得
源
泉
地
国
に
お
け
る
免
税
規
定
や
（
投
資
所
得
条
項
に
お
け
る
制
限
税
率
規
定
の
よ
う
に
）
居
住
地
国
に
お
け
る
外
税
控
除
限
度
額

を
上
回
る
高
率
な
課
税
を
所
得
源
泉
地
国
が
行
う
リ
ス
ク
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
に
と
ど
ま
る
。

現
在
の
租
税
条
約
は
、
二
重
課
税
の
排
除
を
目
的
と
し
て
所
得
源
泉
地
国
に
お
け
る
課
税
を
制
限
す
る
一
方
で
、
条
約
が
適
用
さ
れ
た

外
国
法
人
の
居
住
地
国
に
お
い
て
当
該
所
得
が
課
税
対
象
と
な
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
考
慮
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
租
税
条
約
に
よ
っ

て
日
本
で
の
源
泉
地
国
課
税
が
免
税
と
な
っ
た
所
得
が
当
該
所
得
を
得
た
外
国
法
人
の
居
住
地
国
に
お
け
る
国
内
法
で
免
税
と
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
場
合
に
は
二
重
非
課
税
（
完
全
免
税
所
得
）
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
最
近
、
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ）（（
（

等
の
場
で
二
重
非
課
税
が
問
題
と
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
が
、
こ
れ
ま
で
租
税
条
約
は
、
所
得
源
泉
地
国
に
お
け
る
土
地
管
轄
権
に
基
づ
く
課
税
権
と
居
住
地
国
に
お
け
る

人
的
管
轄
権
に
基
づ
く
課
税
権
の
調
整
を
通
じ
て
二
重
課
税
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
り
、
調
整
後
の
課
税
権
に
基
づ
き
実
際
に
課
税
す
る

か
ど
う
か
は
、
各
条
約
締
結
国
の
国
内
法
に
よ
る
裁
量
に
委
ね
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
完
全
免
税
の
所
得
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
二
重
課

税
は
な
い
こ
と
か
ら
問
題
な
い
と
さ
れ
て
き
た）（（
（

。
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第
3
章　

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
二
〇
一
〇
年
（
平
成
二
二
年
）
モ
デ
ル
租
税
条
約
に
お
け
る
事
業
所
得
条
項
改
正
と 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
の
現
行
租
税
条
約
と
の
関
係

第
1
節　

改
正
前
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
旧
七
条
と
改
正
後
の
新
七
条
の
比
較

上
述
の
よ
う
に
、
平
成
二
六
年
度
に
お
け
る
外
国
法
人
課
税
に
お
け
る
総
合
主
義
か
ら
帰
属
主
義
へ
の
変
更
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租

税
条
約
の
二
〇
一
〇
年
改
訂
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
二
〇
一
〇
年
改
訂
が
ど
の
よ
う
な
考
え
の
下
に
行
わ
れ
た
か
を
、
Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
コ
メ
ン
タ
リ
ー
を
ベ
ー
ス
に
、
二
〇
一
〇
年
改
訂
の
基
礎
に
な
っ
た
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
レ
ポ
ー
ト
「
恒
久
的
施
設
（
Ｐ
Ｅ
）
へ

の
所
得
の
帰
属
に
関
す
る
レ
ポ
ー
ト
（
二
〇
〇
八
年
版
）」（
以
下
、「
二
〇
〇
八
年
レ
ポ
ー
ト
」
と
い
う
。）
も
参
考
に
検
証
す
る
。

事
業
所
得
条
項
（
七
条
）
に
つ
い
て
、
二
〇
一
〇
年
改
訂
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
点
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

1　

新
旧
七
条
二
項
と
二
〇
一
〇
年
改
訂
に
よ
り
削
除
さ
れ
た
旧
七
条
三
項
と
の
関
係
に
つ
い
て
旧
七
条
二
項
も
新
七
条
二
項
と
同
様

に
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
額
を
独
立
企
業
原
則
に
よ
り
決
定
す
る
と
定
め
て
い
た
。
そ
の
一
方
、
旧
七
条
に
あ
っ
た
旧
七
条
三
項
が
新
七
条
で
は

削
除
さ
れ
た
。

旧
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
七
条
三
項
の
規
定

「
恒
久
的
施
設
の
利
得
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
経
営
費
及
び
一
般
管
理
費
を
含
む
費
用
で
あ
っ
て
、
当
該
恒
久
的
施
設
の

た
め
に
生
じ
た
も
の
は
、
当
該
恒
久
的
施
設
が
存
在
す
る
締
約
国
内
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
他
の
場
所
に
お
い
て
生
じ
た
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外
国
法
人
の
Ｐ
Ｅ
課
税
に
お
け
る
国
内
法
と
租
税
条
約
の
関
係
に
つ
い
て
（
駒
宮
）

も
の
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
控
除
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
る
。」

二
〇
〇
八
年
レ
ポ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
旧
七
条
三
項
に
は
二
つ
の
解
釈
が
あ
っ
た
。

「
一
つ
の
解
釈
は
、
本
条
項
の
主
た
る
目
的
は
、
Ｐ
Ｅ
の
活
動
に
係
る
費
用
が
、
適
切
で
な
い
理
由
、
特
に
、
Ｐ
Ｅ
の
租
税
管
轄

外
で
発
生
し
た
か
ら
と
か
、
専
ら
Ｐ
Ｅ
の
た
め
に
発
生
し
た
も
の
で
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
否
認
さ
れ
な
い
よ
う
確
保
す

る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
見
解
は
、
第
七
条
三
項
は
、
第
七
条
二
項
が
定
め
る
独
立
企
業
原
則
を
修
正
す

る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
⑴
Ｐ
Ｅ
に
配
分
で
き
る
コ
ス
ト
は
、
そ
れ
ら
が
た
と
え
独
立
企
業
間
の
当
事
者
が
負
担

し
た
で
あ
ろ
う
コ
ス
ト
を
超
え
て
い
る
と
し
て
も
控
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
か
つ
、
⑵
当
該
企
業
の
他
の
構
成
部
分
は
、
当
該
Ｐ

Ｅ
の
た
め
に
負
担
し
た
費
用
に
関
し
て
、
そ
れ
ら
の
費
用
が
第
三
者
と
の
取
引
に
直
接
関
連
し
な
い
限
り
、
そ
の
コ
ス
ト
を
超
え
て

回
収
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
す
る
。」（
二
〇
〇
八
年
レ
ポ
ー
ト
、
パ
ラ
二
八
五
））

（（
（

上
記
の
二
つ
の
見
解
の
う
ち
二
番
目
の
見
解
で
あ
る
旧
七
条
三
項
が
旧
七
条
二
項
を
修
正
す
る
と
の
見
解
を
採
っ
た
場
合
に
問
題
と
な

る
の
は
、
旧
七
条
二
項
が
適
用
さ
れ
る
費
用
と
旧
七
条
三
項
が
適
用
さ
れ
る
費
用
の
区
分
の
問
題
で
あ
る）（（
（

。

具
体
的
な
区
分
基
準
に
つ
い
て
、
旧
七
条
三
項
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
で
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
た
。

①
Ｐ
Ｅ
を
通
じ
て
特
定
の
商
品
や
特
定
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
と
な
っ
た
費
用
は
、
独
立
企
業
原
則
を
適
用
し
て
利
益

を
上
乗
せ
し
た
金
額
を
控
除
す
る
一
方
、
企
業
全
体
の
間
接
費
用
の
分
担
や
企
業
の
一
般
的
な
売
上
増
の
た
め
の
費
用
分
担
は
、
配
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賦
費
用
の
み
の
控
除
と
す
る）（（
（

。

②
再
販
売
の
た
め
の
原
材
料
、
半
製
品
、
製
品
の
購
入
費
用
は
、
適
正
利
益
分
の
上
乗
せ
控
除
を
認
め
る
一
方
で
、
固
定
資
産
の
減
価

償
却
費
等
の
費
用
は
、
費
用
の
み
の
控
除
と
す
る）（（
（

。

③
無
形
資
産
の
使
用
料
に
つ
い
て
は
、無
形
資
産
が
本
店
と
支
店
の
い
ず
れ
に
帰
属
す
る
か
の
判
定
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

無
形
資
産
は
企
業
全
体
で
所
有
し
て
い
る
と
考
え
て
、
無
形
資
産
の
獲
得
費
用
や
そ
の
管
理
費
用
を
、
適
正
利
益
を
上
乗
せ
す
る
こ

と
な
く
、
合
理
的
な
比
率
で
本
支
店
間
に
配
賦
し
た
金
額
の
控
除
の
み
と
す
る）（（
（

。

④
本
支
店
間
の
人
的
役
務
提
供
の
場
合
に
は
、
経
費
の
み
か
、
そ
れ
と
も
経
費
プ
ラ
ス
適
切
な
利
益
額
を
控
除
す
る
か
の
判
定
は
、
次

の
よ
う
に
行
う
。

人
的
役
務
の
提
供
が
事
業
の
一
部
で
あ
り
、当
該
人
的
役
務
提
供
に
つ
い
て
の
適
正
利
益
判
定
の
た
め
の
標
準
が
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
利
益
標
準
を
加
え
た
と
こ
ろ
で
控
除
費
用
を
算
定
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｐ
Ｅ
の
役
割
が
所
属
す
る
企
業
に
対
す
る
人
的
役

務
提
供
で
あ
り
、
当
該
Ｐ
Ｅ
の
経
費
の
大
半
が
そ
の
た
め
の
費
用
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
Ｐ
Ｅ
の
所
在
地
国
政
府
は
、
費
用
に
見

合
っ
た
適
正
利
益
の
計
上
を
求
め
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
、
標
準
的
な
利
益
基
準
で
は
な
く
、
所
与
の
環
境
下
に
お
け

る
個
々
の
人
的
役
務
の
価
値
を
反
映
し
た
利
益
額
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
一
方
、
人
的
役
務
の
内
容
が
企
業
内
の
共
通
シ
ス
テ
ム
の
職
員
研
修
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
一
般
的
な
経
営
管
理
事
務
の
一

部
と
し
て
実
費
分
の
み
配
賦
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
但
し
、
本
店
が
経
営
管
理
費
用
を
Ｐ
Ｅ
に
請
求
す
る
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
適

切
で
は
な
く
、
仮
に
本
店
所
在
地
国
政
府
が
適
正
な
経
営
管
理
料
相
当
額
を
控
除
し
た
と
こ
ろ
で
外
税
控
除
限
度
額
計
算
を
行
い
、

そ
れ
と
同
時
に
Ｐ
Ｅ
所
在
地
国
政
府
が
当
該
経
営
管
理
料
の
控
除
を
認
め
る
こ
と
な
く
所
得
税
を
課
し
た
結
果
、
二
重
課
税
が
生
じ
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外
国
法
人
の
Ｐ
Ｅ
課
税
に
お
け
る
国
内
法
と
租
税
条
約
の
関
係
に
つ
い
て
（
駒
宮
）

た
場
合
に
は
、
本
店
所
在
地
国
政
府
の
方
で
二
重
課
税
排
除
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る）（（
（

。

⑤
内
部
利
子
に
つ
い
て
は
、
銀
行
等
の
金
融
機
関
で
あ
る
場
合
を
除
い
て
認
識
す
る
必
要
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
法
的
観
点
か
ら
は
、

利
子
の
支
払
と
交
換
に
資
金
を
貸
付
け
、
し
か
る
べ
き
日
に
全
額
を
返
済
す
る
と
い
う
形
の
行
為
は
、
Ｐ
Ｅ
の
法
的
性
質
と
相
容
れ

な
い
し
、
経
済
的
観
点
か
ら
は
、
企
業
の
資
本
か
ら
提
供
さ
れ
た
資
金
で
あ
れ
ば
、
本
支
店
間
の
資
金
の
貸
し
借
り
は
事
実
上
存
在

し
な
い
一
方
で
、
恣
意
的
利
益
操
作
の
可
能
性
も
あ
る
か
ら
で
あ
る）（（
（

。

こ
れ
に
対
し
て
、
第
三
者
に
支
払
っ
た
利
子
を
企
業
内
部
で
分
担
す
る
場
合
に
は
、
独
立
企
業
で
あ
れ
ば
、
一
定
の
無
利
子
の
資

本
金
を
有
す
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
Ｐ
Ｅ
の
機
能
・
資
産
・
リ
ス
ク
に
対
応
す
る
適
正
な
資
本
金
相
当
額
を
算
定
し
た
上
で
、
控
除

対
象
と
な
る
独
立
企
業
原
則
に
基
づ
く
支
払
利
子
の
金
額
を
配
賦
す
べ
き
で
あ
る）（（
（

。

資
本
金
相
当
額
の
算
定
方
法
が
国
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
で
二
重
課
税
を
生
じ
る
場
合
に
は
、
次
の
二
つ
の
条
件
の
下
に
Ｐ
Ｅ
所

在
地
国
の
算
定
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
で
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
で
合
意
し
た
。
す
な
わ
ち
、
イ
算
定
方
法
の
相
違
が
各
国
の
国
内
法
の

相
違
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ロ
Ｐ
Ｅ
所
在
地
国
で
採
用
す
る
方
法
が
、
資
本
の
配
賦
方
法
と
し
て
適
正
な
も
の
で
あ
る
と
国
際

的
に
承
認
さ
れ
た
方
法
で
あ
り
、そ
れ
を
用
い
た
結
果
が
独
立
企
業
原
則
を
適
用
し
た
結
果
と
矛
盾
し
な
い
と
の
合
意
が
あ
る
こ
と
、

で
あ
る）（（
（

。

こ
う
し
た
旧
七
条
三
項
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
に
対
し
て
、
二
〇
〇
八
年
レ
ポ
ー
ト
で
は
、

「
全
て
の
加
盟
国
（
独
立
企
業
原
則
に
対
す
る
上
述
の
修
正
を
必
要
と
す
る
と
第
七
条
第
三
項
を
解
釈
し
て
い
る
加
盟
国
を
含
む
）
は
、
第
七
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条
第
三
項
に
よ
っ
て
独
立
企
業
原
則
を
修
正
す
る
と
い
う
結
果
と
な
ら
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
方
が
望
ま
し
い
と
確
信
し
て
い
る
（
そ

れ
に
よ
り
、
適
切
な
状
況
で
は
、
コ
ス
ト
が
分
担
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
）。
し
た
が
っ
て
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
承
認
ア
プ
ロ
ー
チ
の
下
で
は
、
第

七
条
第
三
項
の
役
割
は
、
特
に
そ
の
費
用
が
当
該
Ｐ
Ｅ
の
租
税
管
轄
外
で
発
生
し
か
つ
専
ら
当
該
Ｐ
Ｅ
の
た
め
に
発
生
す
る
も
の
で

あ
る
場
合
に
、
Ｐ
Ｅ
へ
の
利
得
の
帰
属
に
際
し
て
Ｐ
Ｅ
の
活
動
に
係
る
費
用
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
確
保
す
る
だ
け
の
こ
と

で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。」

と
の
考
え
を
示
し
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
二
〇
一
〇
年
改
訂
で
旧
七
条
三
項
は
削
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

旧
七
条
三
項
の
削
除
に
よ
り
、
新
七
条
の
下
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
内
部
取
引
に
つ
い
て
も
Ｐ
Ｅ
所
在
地
国
政
府
が
独
立
企
業
原
則
に
従
っ

て
（
実
際
の
コ
ス
ト
額
だ
け
で
な
く
）
適
正
利
益
相
当
額
を
認
識
し
た
上
で
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
確
に

な
っ
た
。
そ
の
場
合
に
、
居
住
地
国
に
お
け
る
外
税
控
除
の
た
め
の
外
税
控
除
限
度
額
計
算
に
用
い
ら
れ
る
国
外
所
得
と
Ｐ
Ｅ
所
在
地
国

に
お
け
る
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
の
金
額
に
差
異
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
新
七
条
で
は
、
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
の
決
定
に
際
し
て
適
用
さ

れ
た
独
立
企
業
原
則
は
、
二
重
課
税
の
排
除
を
定
め
た
二
三
条
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
旨
が
規
定
さ
れ
た）（（
（

。

（　

新
七
条
三
項
の
新
設

二
〇
一
〇
年
改
訂
に
よ
り
、
本
支
店
間
取
引
の
よ
う
な
内
部
取
引
に
つ
い
て
も
独
立
企
業
原
則
に
よ
り
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
が
決
定
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
結
果
、
当
初
申
告
さ
れ
た
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
に
お
け
る
み
な
し
適
正
利
益
額
の
認
定
が
適
正
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
Ｐ
Ｅ
所

在
地
国
の
税
務
調
査
に
よ
っ
て
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
額
が
更
正
さ
れ
た
場
合
に
も
二
重
課
税
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
移
転
価
格
税
制

の
場
合
と
同
じ
よ
う
な
対
応
的
調
整
を
居
住
地
国
に
義
務
付
け
る
規
定
が
導
入
さ
れ
た
。



二
六
一

外
国
法
人
の
Ｐ
Ｅ
課
税
に
お
け
る
国
内
法
と
租
税
条
約
の
関
係
に
つ
い
て
（
駒
宮
）

（　

旧
七
条
四
項
の
削
除
に
つ
い
て

旧
七
条
四
項
で
は
、
独
立
企
業
原
則
に
よ
る
方
法
に
代
え
て
、
企
業
の
総
利
得
を
合
理
的
な
比
率
で
配
分
す
る
こ
と
で
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得

を
決
定
す
る
方
法
も
例
外
的
に
認
め
て
い
た
が
、

「
加
盟
国
間
に
は
、
こ
の
配
分
方
法
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
独
立
企
業
原
則
と
適
合
せ
ず
、
当
該
方
法
の
適
用
結
果
が
独
立
企
業
原

則
に
適
合
す
る
よ
う
確
保
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
い
う
広
範
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
の
加
盟

国
は
、
最
も
困
難
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
さ
え
、
利
得
の
総
額
の
配
分
以
外
の
方
法
を
適
用
で
き
る
と
い
う
意
見
を
有
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
承
認
ア
プ
ロ
ー
チ
の
下
で
は
、
第
七
条
の
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
三
項
の
み
が
Ｐ
Ｅ
へ
の
利
得
の
帰
属
を

決
定
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
加
盟
国
間
に
広
範
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
っ
た
。」（
二
〇
〇
八
年

レ
ポ
ー
ト
、
パ
ラ
二
九
六
）

と
の
判
断
か
ら
、
二
〇
一
〇
年
改
訂
で
は
こ
の
旧
七
条
四
項
が
削
除
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
新
七
条
の
下
で
は
、
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
の
決

定
を
定
式
法
に
よ
り
行
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
独
立
企
業
原
則
に
よ
る
方
法
の
み
で
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。

（　

旧
七
条
五
項
（
単
純
購
入
）
の
削
除

二
〇
一
〇
年
改
訂
に
よ
り
単
純
購
入
に
つ
い
て
定
め
た
旧
七
条
五
項
が
削
除
さ
れ
た
。

「
恒
久
的
施
設
が
企
業
の
た
め
に
物
品
又
は
商
品
の
単
な
る
購
入
を
行
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
は
、
い
か
な
る
利
得
も
当
該
恒



二
六
二

久
的
施
設
に
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。」（
旧
七
条
五
項
）

旧
七
条
五
項
で
は
、
Ｐ
Ｅ
の
機
能
が
購
入
の
み
で
、
売
上
そ
の
他
収
入
の
獲
得
に
直
接
寄
与
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
当
該
Ｐ
Ｅ
に
は

帰
属
所
得
を
認
定
し
な
い
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
独
立
企
業
原
則
を
適
用
し
た
場
合
に
は
、
原
材
料
や
商
品
の
仕
入
れ
の
み
を
行
う
Ｐ

Ｅ
も
、
顧
客
企
業
の
た
め
に
そ
れ
ら
を
調
達
し
て
輸
出
す
る
商
社
と
同
じ
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
費
用
に
適
正
利
益
を
上
乗

せ
し
た
価
格
で
の
販
売
を
念
頭
に
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
の
認
定
を
行
う
べ
き
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
規
定
は
、
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
の
決

定
に
独
立
企
業
原
則
を
用
い
る
こ
と
を
定
め
た
旧
七
条
二
項
の
例
外
を
定
め
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
加
盟
国
間
に
は
、第
七
条
第
五
項
が
独
立
企
業
原
則
と
適
合
せ
ず
正
当
化
さ
れ
な
い
、と
い
う
広
範
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
っ
た
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
承
認
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、「
単
な
る
購
入
」
の
場
合
に
関
す
る
特
別
ル
ー
ル
の
必
要
性
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
お

い
て
は
、
独
立
企
業
原
則
の
運
用
に
よ
り
課
せ
ら
れ
る
制
限
を
除
い
て
、
Ｐ
Ｅ
へ
の
利
得
の
帰
属
に
対
す
る
制
限
が
あ
る
べ
き
で
は

な
い
。」（
二
〇
〇
八
年
レ
ポ
ー
ト
、
パ
ラ
二
九
九
）

と
の
考
え
か
ら
、
新
七
条
で
は
単
純
購
入
規
定
が
削
除
さ
れ
た
。

そ
の
一
方
、
Ｐ
Ｅ
の
範
囲
に
つ
い
て
規
定
し
た
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
五
条
に
お
い
て
、「
企
業
の
た
め
に
、
物
品
も
し
く
は
商
品
を

購
入
又
は
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
し
て
事
業
を
行
う
一
定
の
場
所
を
保
有
す
る
こ
と
」
は
Ｐ
Ｅ
に
含
ま
れ
な
い
と
す
る
旧

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
五
条
四
項
ｄ
号
は
、
二
〇
一
〇
年
改
訂
後
の
新
五
条
に
お
い
て
も
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
た
。



二
六
三

外
国
法
人
の
Ｐ
Ｅ
課
税
に
お
け
る
国
内
法
と
租
税
条
約
の
関
係
に
つ
い
て
（
駒
宮
）

そ
の
結
果
、
新
七
条
の
下
で
も
、
単
純
購
入
の
み
を
行
う
「
事
業
を
行
う
一
定
の
場
所
」
は
Ｐ
Ｅ
に
は
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
こ
れ
に
対

し
て
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
が
認
定
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
一
方
、
物
品
等
の
購
入
活
動
以
外
の
利
益
創
出
行
為
を
行
う
た
め
に
Ｐ
Ｅ
と
し
て
認
定

さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
Ｐ
Ｅ
が
本
社
等
の
た
め
に
行
っ
た
物
品
等
購
入
サ
ー
ビ
ス
に
対
応
す
る
適
正
利
益
も
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
と
し
て
Ｐ

Ｅ
所
在
地
国
政
府
が
認
定
し
、
課
税
対
象
と
す
る
こ
と
が
明
確
と
な
っ
た）（（
（

。

（　

旧
七
条
六
項
（
継
続
性
の
原
則
）
の
削
除

旧
七
条
六
項
の
規
定

「
一
か
ら
五
ま
で
の
規
定
の
適
用
上
、
恒
久
的
施
設
に
帰
せ
ら
れ
る
利
得
は
、
毎
年
同
一
の
方
法
に
よ
っ
て
決
定
す
る
。
た
だ
し
、

別
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。」（
旧
七
条
六
項
）

二
〇
一
〇
年
改
訂
に
よ
り
、
毎
年
同
一
の
方
法
に
よ
っ
て
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
を
義
務
付
け
た
旧
七
条
六
項
が
削
除
さ
れ
た
。
上
述
し
た
よ

う
に
新
七
条
の
下
で
は
独
立
企
業
原
則
に
よ
る
方
法
以
外
は
認
め
な
い
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
規
定
は
不
要
と
な
っ
た
た
め
で

あ
る）（（
（

。　
第
（
節　

日
本
の
現
行
租
税
条
約
の
事
業
所
得
条
項
の
パ
タ
ー
ン
と
そ
の
解
釈
適
用

第
1
款　

モ
デ
ル
条
約
の
役
割
と
そ
の
限
界　

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
が
二
国
間
租
税
条
約
の
締
結
交
渉
を
行
う
際
に
、
交
渉
当
初

に
相
手
国
に
提
示
す
る
自
国
条
約
案
の
モ
デ
ル
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、実
際
に
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
で
あ
っ
て
も
、



二
六
四

自
国
の
国
内
法
と
調
和
し
な
い
条
項
や
自
国
の
租
税
政
策
と
合
致
し
な
い
条
項
を
一
部
修
正
す
る
こ
と
は
自
由
で
あ
る
こ
と
か
ら）（（
（

、
Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ
加
盟
国
間
の
租
税
条
約
に
お
い
て
も
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
と
全
て
同
じ
条
項
が
合
意
さ
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
実
際
に
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

モ
デ
ル
条
約
を
一
部
修
正
し
た
形
の
条
約
が
租
税
条
約
と
な
る）（（
（

。

こ
の
よ
う
に
モ
デ
ル
条
約
の
役
割
は
、
二
国
間
交
渉
に
あ
た
る
両
国
が
モ
デ
ル
条
約
の
条
項
に
同
意
し
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
は
改
め

て
交
渉
す
る
こ
と
な
く
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
項
ど
お
り
に
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
、
交
渉
対
象
を
モ
デ
ル
条
約
と
異
な
る
条

項
案
に
絞
る
こ
と
で
租
税
条
約
交
渉
を
効
率
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
モ
デ
ル
条
約
を
踏
ま
え
た
租
税
条
約
と
す
る
こ
と
で
、
租
税
条

約
の
解
釈
適
用
に
あ
た
り
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
と
同
じ
文
言
を
採
用
し
て
い
る
条
項
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約

に
付
属
す
る
コ
メ
ン
タ
リ
ー
を
参
照
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る）（（
（

。
さ
ら
に
、
い
ず
れ
の
租
税
条
約
も
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
や
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

モ
デ
ル
条
約
を
修
正
し
た
国
連
モ
デ
ル
条
約
の
形
式
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
世
界
に
数
千
も
あ
る
租
税
条
約
の
体
系
が
そ
れ
ぞ
れ
似
通
っ

た
も
の
と
な
り
、
必
要
な
条
文
の
参
照
が
容
易
に
な
る
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
も
コ
メ
ン
タ
リ
ー
も
法
源
と
し
て
の
地
位
を
有
さ
ず
、
法
源
と
な
る
の
は
あ
く
ま
で

個
々
に
締
結
さ
れ
た
二
国
間
の
租
税
条
約
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
が
二
〇
一
〇
年
に
改
訂
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
り
現
存
す
る
二
国
間
租
税
条
約
の
規
定
が

一
斉
に
変
更
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
そ
れ
以
後
に
行
わ
れ
る
、
新
規
も
し
く
は
改
定
交
渉
を
通
じ
て
、
徐
々
に
新
モ
デ
ル
条

約
の
規
定
を
反
映
し
た
租
税
条
約
例
が
増
え
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。

そ
の
た
め
、
日
本
の
国
内
法
が
、
二
〇
一
〇
年
改
訂
後
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
を
想
定
し
て
二
〇
一
四
年
度
に
改
正
さ
れ
た
と
し
て

も
、
二
〇
一
〇
年
改
訂
前
に
締
結
さ
れ
た
租
税
条
約
例
が
、
少
な
く
と
も
当
分
の
間
、
残
る
こ
と
に
な
る
。



二
六
五

外
国
法
人
の
Ｐ
Ｅ
課
税
に
お
け
る
国
内
法
と
租
税
条
約
の
関
係
に
つ
い
て
（
駒
宮
）

第
（
款　

現
在
日
本
が
締
結
し
て
い
る
租
税
条
約
の
事
業
所
得
条
項
の
現
状

平
成
二
八
年
九
月
一
日
現
在
で
、
日
本
が
締
結
し
て
い
る
税
に
関
連
す
る
条
約
は
次
の
と
お
り
で
あ
る）（（
（

。

・
「
二
重
課
税
の
回
避
、
脱
税
及
び
租
税
回
避
等
へ
の
対
応
を
主
た
る
内
容
と
す
る
条
約
（
い
わ
ゆ
る
租
税
条
約
）」
は
五
四
本
で

六
五
か
国
・
地
域）（（
（

・
租
税
に
関
す
る
情
報
交
換
を
主
た
る
内
容
と
す
る
条
約
（
い
わ
ゆ
る
情
報
交
換
協
定
）：
一
〇
本
、
一
〇
か
国
・
地
域

・
税
務
行
政
執
行
共
助
条
約
（
締
約
国
は
我
が
国
を
除
い
て
全
六
一
か
国
、
う
ち
我
が
国
と
二
国
間
条
約
を
締
結
し
て
い
な
い
国
は
二
二
か
国
））

（（
（

・
日
台
民
間
租
税
取
決
め
：
一
本
、
一
地
域

こ
の
う
ち
、
事
業
所
得
に
つ
い
て
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
七
条
に
相
当
す
る
条
文
を
含
む
の
は
、
五
四
本
の
「
い
わ
ゆ
る
租
税
条
約
」
で

あ
る
。
こ
の
五
四
本
の
租
税
条
約
は
、い
ず
れ
も
事
業
所
得
条
項
に
お
い
て
は
帰
属
主
義
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の「
い
わ
ゆ
る
租
税
条
約
」

の
う
ち
、
二
〇
一
〇
年
以
降
に
新
規
締
結
若
し
く
は
改
正
さ
れ
た
条
約
は
、
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
、
英
国
、
オ
マ
ー
ン
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ク

ウ
ェ
ー
ト
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ス
イ
ス
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
香

港
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
ド
イ
ツ
、
チ
リ
の
一
七
本
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
業
所
得
条
項
の
う
ち
新
七
条
と
同
じ
規
定
ぶ
り
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
英
国
と
ド
イ
ツ
と
の
租
税
条
約
の
み
で
あ
り
、

他
の
条
約
で
は
旧
七
条
と
同
じ
か
類
似）（（
（

の
規
定
ぶ
り
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
今
後
の
日
本
の
租
税
条
約
改
定
交
渉
に
お
い
て
も

必
ず
し
も
新
七
条
と
同
じ
規
定
が
採
用
さ
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
旧
七
条
の
規
定
を
採
用
す
る
条
約
例
が
依
然
と
し
て
残
る
可
能
性
を
示
し

て
い
る
。
事
実
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
で
も
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
チ
リ
、
ギ
リ
シ
ャ
、
メ
キ
シ
コ
、
ト
ル
コ
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
二
〇
一
〇
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年
改
訂
前
の
旧
七
条
の
規
定
を
採
用
す
る
旨
を
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
付
属
コ
メ
ン
タ
リ
ー
で
留
保
し
て
い
る
し
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
非
加
盟
国

と
の
租
税
条
約
に
お
い
て
は
、
新
七
条
に
よ
る
純
粋
な
独
立
企
業
原
則
適
用
に
よ
る
執
行
の
困
難
性
か
ら
、
旧
七
条
の
規
定
を
そ
の
ま
ま

維
持
す
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

第
4
章　

米
国
に
お
け
る
Ｐ
Ｅ
関
連
の
租
税
条
約
と
国
内
法
の
関
係

第
１
節　

米
国
モ
デ
ル
租
税
条
約
七
条

米
国
モ
デ
ル
租
税
条
約
は
、
米
国
財
務
省
が
租
税
条
約
交
渉
に
臨
む
際
に
、
米
国
側
条
約
案
と
し
て
最
初
に
提
示
す
る
こ
と
が
予
定
さ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
二
〇
一
六
年
二
月
に
、
二
〇
一
〇
年
改
訂
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
を
踏
ま
え
た
も
の
に
改
訂
さ
れ
た
。

そ
れ
に
よ
り
、
米
国
モ
デ
ル
租
税
条
約
七
条
も
、
基
本
的
に
、
二
〇
一
〇
改
訂
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
七
条
と
同
じ
も
の
と
な
っ
た
。

但
し
、
新
米
国
モ
デ
ル
租
税
条
約
七
条
と
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
七
条
に
も
次
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
。

1　

七
条
二
項
に
お
い
て
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
が
、「
こ
の
条
及
び
二
三
条
の
適
用
上
」
と
の
文
言
に
対
し
て
、
米
国
モ
デ
ル
条

約
で
は
、「
こ
の
条
の
適
用
上
」
と
し
て
、
二
三
条
の
文
言
が
な
い
旧
七
条
と
同
じ
規
定
ぶ
り
と
な
っ
て
い
る
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
の
新
七
条
二
項
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
新
た
に
二
重
課
税
の
排
除
規
定
で
あ
る
「
二
三
条
の
適
用
上
」
と
の
文

言
を
追
加
す
る
こ
と
で
、
Ｐ
Ｅ
所
在
地
国
で
独
立
企
業
原
則
に
基
づ
き
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
の
更
正
決
定
が
行
わ
れ
た
場
合
に
も
、
更
正
後
に

Ｐ
Ｅ
所
在
地
国
で
追
徴
課
税
さ
れ
た
税
が
、
当
該
Ｐ
Ｅ
を
有
す
る
外
国
法
人
の
居
住
地
国
で
確
実
に
二
重
課
税
排
除
さ
れ
る
こ
と
を
担
保

し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
新
米
国
モ
デ
ル
条
約
の
技
術
的
説
明
文
書
が
未
だ
発
行
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
定
か
で
は
な
い
が
、
新



二
六
七

外
国
法
人
の
Ｐ
Ｅ
課
税
に
お
け
る
国
内
法
と
租
税
条
約
の
関
係
に
つ
い
て
（
駒
宮
）

米
国
モ
デ
ル
条
約
で
二
三
条
の
文
言
を
は
ず
し
た
の
は
、
移
転
価
格
課
税
の
際
の
対
応
的
調
整
に
つ
い
て
規
定
し
た
九
条
二
項
の
場
合
と

同
じ
く
、
Ｐ
Ｅ
所
在
国
に
お
け
る
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
の
決
定
が
適
正
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
り
、
居
住
地
国
に
お
い
て
二
重
課
税
排
除
の

義
務
を
負
う
こ
と
を
留
保
し
た
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
一
方
の
国
で
移
転
価
格
課
税
が
行
わ
れ
た
場
合
に
他
方
の
国
で
経
済
的
二
重
課
税
排
除
の
た
め
の
対
応
的
調
整
を
行
う

こ
と
を
義
務
付
け
る
租
税
条
約
九
条
二
項
に
お
い
て
、
新
米
国
モ
デ
ル
条
約
で
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
の
条
項
に
、「
他
方
の
国
が
一

方
の
国
の
移
転
価
格
課
税
が
適
正
な
も
の
で
あ
る
と
合
意
し
た
場
合
に
限
り
」）

（（
（

と
の
文
言
を
挿
入
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
。

（　

七
条
三
項
に
お
い
て
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
の
「In determ

ining such adjustm
ent, the com

petent authorities of 

the Contracting States shall if necessary consult each other.

」
と
い
う
表
現
を
新
米
国
モ
デ
ル
条
約
で
は
「if the other 

Contracting State does not so agree, the Contracting States shall elim
inate any double taxation resulting therefrom

 

by m
utual agreem

ent

」
と
の
表
現
に
変
え
て
、
相
互
協
議
開
催
の
目
的
と
相
互
協
議
開
始
の
契
機
を
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
よ
り
も

明
確
に
表
現
し
て
い
る
が
、
実
質
的
な
違
い
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。

（　

新
米
国
モ
デ
ル
条
約
七
条
五
項
と
し
て
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
に
な
い
次
の
よ
う
な
条
項
を
付
加
し
て
い
る
。

「In applying this A
rticle, paragraph （ of A

rticle 10 （D
ividends

）, paragraph （ of A
rticle 11 （Interest

）, 

paragraph （ of A
rticle 1（ （Royalties

）, paragraph （ of A
rticle 1（ （Gains

） and paragraph （ of A
rticle （1 （O

ther 

Incom
e

）, any incom
e, profit or gain attributable to a perm

anent establishm
ent during its existence is taxable 

in the Contracting State w
here such perm

anent establishm
ent is situated even if the paym

ents are deferred 
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until such perm
anent establishm

ent has ceased to exist.

」

こ
れ
は
、
Ｐ
Ｅ
開
設
中
に
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
と
し
て
課
税
適
状
に
な
っ
た
配
当
、
利
子
、
使
用
料
、
そ
の
他
所
得
に
つ
い
て
は
、
そ
の
支

払
い
が
Ｐ
Ｅ
閉
鎖
後
に
な
っ
た
場
合
に
も
七
条
に
よ
る
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
と
し
て
の
課
税
が
で
き
る
こ
と
を
規
定
し
た
も
の）（（
（

で
、
米
国
の
国

内
法
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
条
項
を
七
条
に
付
加
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
米
国
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
に
留
保
を
付
し
て
い

る
。仮

に
、
実
際
の
二
国
間
租
税
条
約
の
規
定
が
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
と
同
じ
で
あ
っ
た
場
合
で
も
、
租
税
条
約
の
ど
の
条
項
を
適
用
す

る
か
は
対
象
所
得
の
認
識
時
に
決
定
す
る
も
の
で
、
当
該
所
得
の
支
払
時
で
は
な
い
と
の
解
釈
を
採
れ
ば
、
米
国
モ
デ
ル
条
約
と
同
じ
課

税
上
の
取
扱
い
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
米
国
モ
デ
ル
の
よ
う
な
規
定
を
置
く
こ
と
で
解
釈
上
の
議
論
の
余
地
が
な
く
な
る
メ
リ
ッ

ト
が
あ
る
。

第
（
節　

米
国
に
お
け
る
租
税
条
約
と
内
国
歳
入
法
と
の
関
係

1　

条
約
と
国
内
法
の
優
先
関
係

米
国
で
は
、
歳
入
に
関
す
る
法
と
条
約
の
関
係
に
お
い
て
、
法
と
条
約
の
い
ず
れ
も
他
に
優
先
す
る
関
係
に
は
な
い）（（
（

。
そ
の
結
果
、
後

法
が
優
先
さ
れ
る
。

（　

租
税
条
約
と
国
内
法
の
関
係

米
国
国
内
法
上
、
米
国
が
締
結
し
て
い
る
租
税
条
約
に
よ
る
税
の
免
除
や
軽
減
を
米
国
の
事
業
活
動
と
実
質
的
に
関
連
し
て
い
な
い
米



二
六
九

外
国
法
人
の
Ｐ
Ｅ
課
税
に
お
け
る
国
内
法
と
租
税
条
約
の
関
係
に
つ
い
て
（
駒
宮
）

国
源
泉
所
得
に
適
用
す
る
際
に
は
、
外
国
法
人
は
米
国
内
に
Ｐ
Ｅ
を
有
し
て
い
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
る）（（
（

。
こ
れ
は
、
租
税
条
約
上
、
Ｐ

Ｅ
帰
属
所
得
以
外
の
所
得
に
つ
い
て
は
、
事
業
所
得
に
つ
い
て
は
七
条
に
よ
る
免
除
、
事
業
所
得
以
外
の
所
得
に
つ
い
て
は
他
の
所
得
類

型
条
項
に
よ
る
（
制
限
税
率
等
の
）
税
の
軽
減
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。

所
得
の
受
領
者
が
条
約
締
約
国
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
で
あ
り
、
当
該
条
約
相
手
国
の
法
令
に
お
い
て
、
⒤
当
該
所
得
が
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
の
所
得
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ⅱ
租
税
条
約
上
に
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
所
得
の
取
扱
い
に
つ
い
て
の
規
定
が
な
く
、
か

つ
ⅲ
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
が
受
領
し
た
所
得
の
パ
ー
ト
ナ
ー
へ
の
分
配
の
際
に
税
が
課
せ
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
租
税
条
約
に
よ
る

源
泉
徴
収
税
の
軽
減
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い）（（
（

。
こ
れ
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
使
っ
た
条
約
漁
り
（
ト
リ
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
）
を
防

止
す
る
た
め
の
規
定
で
あ
る
。

第
5
章　

検　
　
　

討

第
1
節　

帰
属
主
義
に
よ
る
事
業
所
得
課
税
制
度
を
法
人
税
法
に
導
入
し
た
意
義
に
つ
い
て

1　

総
合
主
義
と
帰
属
主
義
に
二
元
化
さ
れ
て
い
た
課
税
原
則
が
帰
属
主
義
に
統
一
さ
れ
た
意
義
に
つ
い
て

平
成
二
六
年
度
税
制
改
正
前
に
お
け
る
外
国
法
人
の
事
業
所
得
課
税
に
お
い
て
、
条
約
締
約
国
の
企
業
に
つ
い
て
は
租
税
条
約
に
基
づ

く
帰
属
主
義
、
条
約
非
締
結
国
の
企
業
に
つ
い
て
は
国
内
法
に
基
づ
く
総
合
主
義
が
適
用
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
場
合
、
日
本
で
所
得
を
得
た
外
国
法
人
が
条
約
締
結
国
の
企
業
で
あ
る
か
条
約
未
締
約
国
の
企
業
で
あ
る
か
に
よ
る
課
税
上
の
違

い
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
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〇

ア
当
該
外
国
法
人
が
日
本
に
Ｐ
Ｅ
を
有
し
な
い
場
合
、
条
約
締
結
国
の
企
業
と
条
約
非
締
約
国
の
企
業
の
い
ず
れ
の
事
業
所
得
も
日
本

の
課
税
が
免
除
さ
れ
、
違
い
は
な
い
。

イ
当
該
外
国
法
人
が
日
本
に
Ｐ
Ｅ
を
有
す
る
場
合
、
当
該
外
国
法
人
が
条
約
締
結
国
の
企
業
で
あ
る
場
合
に
は
、
租
税
条
約
七
条
の
帰

属
主
義
が
適
用
さ
れ
る
結
果
、
Ｐ
Ｅ
帰
属
事
業
所
得
の
み
が
課
税
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
当
該
外
国
法
人
が
条
約
非
締
結
国
の
企
業

で
あ
る
場
合
に
は
、
国
内
法
の
総
合
主
義
に
よ
り
、
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
以
外
の
事
業
所
得
も
課
税
対
象
と
な
っ
た
。

ウ
事
業
所
得
以
外
の
国
内
源
泉
所
得
に
つ
い
て
は
、
当
該
外
国
法
人
が
条
約
締
結
国
の
企
業
で
あ
る
場
合
に
は
、
条
約
に
よ
る
源
泉
地

国
課
税
制
限
規
定
に
よ
り
、
条
約
非
締
結
国
の
企
業
に
比
べ
て
課
税
所
得
が
小
さ
く
な
る
が
、
こ
れ
は
総
合
主
義
と
帰
属
主
義
の
違

い
と
は
無
関
係
で
あ
る
。（
前
述
の
よ
う
に
租
税
条
約
で
所
得
源
泉
地
国
課
税
が
可
と
さ
れ
た
所
得
に
つ
い
て
所
得
源
泉
地
国
が
法
人
税
と
し
て

課
税
す
る
か
所
得
税
と
し
て
課
税
す
る
か
は
、
所
得
源
泉
地
国
の
国
内
法
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。）

こ
れ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
平
成
二
六
年
の
総
合
主
義
か
ら
帰
属
主
義
に
よ
る
国
内
法
へ
の
改
正
が
、
条
約
締
結
国
企
業
と
条
約
非

締
結
国
企
業
の
課
税
所
得
の
範
囲
の
違
い
に
与
え
た
影
響
は
、
Ｐ
Ｅ
が
所
在
す
る
場
合
の
Ｐ
Ｅ
に
帰
属
し
な
い
事
業
所
得
の
取
扱
い
の
み

で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
改
正
前
に
は
、
Ｐ
Ｅ
に
帰
属
し
な
い
事
業
所
得
が
免
税
さ
れ
る
た
め
に
は
租
税
条
約
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、

改
正
後
は
、
租
税
条
約
が
な
く
て
も
Ｐ
Ｅ
に
帰
属
し
な
い
事
業
所
得
が
免
税
と
な
っ
た
こ
と
の
み
で
あ
る
。

Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
以
外
の
事
業
所
得
を
免
税
に
す
る
こ
と
は
、
租
税
条
約
に
お
い
て
ほ
ぼ
確
立
さ
れ
て
い
る）（（
（

と
言
っ
て
良
い
が
、
租
税
条

約
で
免
税
に
す
る
こ
と
が
確
立
し
て
い
る
所
得
に
つ
い
て
、
国
内
法
に
お
い
て
も
同
様
に
免
税
と
す
る
制
度
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
事
業
所
得
以
外
の
所
得
で
あ
る
使
用
料
に
つ
い
て
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
で
源
泉
地
国
免
税

と
す
る
規
定
に
な
っ
て
い
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
国
内
法
に
お
い
て
も
外
国
法
人
・
非
居
住
者
が
受
取
る
使
用
料
を
免
税
と
す
る
制
度



二
七
一

外
国
法
人
の
Ｐ
Ｅ
課
税
に
お
け
る
国
内
法
と
租
税
条
約
の
関
係
に
つ
い
て
（
駒
宮
）

と
す
べ
き
こ
と
に
は
な
ら
な
い
こ
と
と
同
様
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
事
業
所
得
に
お
け
る
平
成
二
六
年
度
改
正
の
意
義
は
、
む
し
ろ
、
従
来
、
国
外
源
泉
所
得
と
し
て
課
税
対
象
と
し
て
こ

な
か
っ
た
第
三
国
で
発
生
し
た
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
を
国
内
法
上
の
課
税
対
象
に
加
え
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
総
合
主
義

か
帰
属
主
義
か
と
い
う
問
題
よ
り
も
、
国
内
源
泉
所
得
と
し
て
課
税
の
範
囲
を
ど
こ
ま
で
と
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

租
税
条
約
は
、
国
内
源
泉
所
得
の
範
囲
の
決
定
は
条
約
締
結
国
の
国
内
法
に
委
ね
る
一
方
で
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
に
つ
い
て
は
所
得
源
泉
地

国
で
課
税
で
き
る
と
規
定
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
従
前
か
ら
第
三
国
で
発
生
し
た
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
に
つ
い
て
は
租
税
条
約
上
課
税
可
能

で
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
日
本
は
国
内
法
に
よ
り
課
税
し
な
い
こ
と
と
し
て
き
た
。
そ
れ
を
改
正
に
よ
り
、
諸
外
国
と
同
様
に
課
税
で

き
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

通
信
機
器
等
の
発
達
に
よ
り
、
最
近
で
は
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
で
あ
る
こ
と
は
明
確
で
も
、
所
得
の
発
生
が
日
本
か
第
三
国
か
の
判
定
が
困

難
な
事
例
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
改
正
は
、
適
正
公
平
な
課
税
の
観
点
か
ら
望
ま
し
い
も
の
と
評
価
で
き
る
。

（　

支
店
形
態
で
進
出
す
る
場
合
と
子
会
社
形
態
で
進
出
す
る
場
合
の
課
税
の
公
平
性
に
つ
い
て

Ａ
Ｏ
Ａ
は
、
支
店
形
態
で
進
出
す
る
場
合
と
子
会
社
形
態
で
進
出
す
る
場
合
の
課
税
の
公
平
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

今
回
の
改
正
は
、
Ａ
Ｏ
Ａ
に
沿
っ
た
課
税
を
国
内
法
に
お
い
て
行
お
う
と
す
る
規
定
ぶ
り
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
よ
り
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
課
税
は
、
従
来
よ
り
も
は
る
か
に
執
行
が
複
雑
困
難
な
も
の
と
な
っ
た
こ
と
は
否
め
な

い
。
具
体
的
に
は
、
Ｐ
Ｅ
の
み
な
し
自
己
資
本
の
認
定
や
適
正
利
益
の
算
定
を
含
め
た
内
部
取
引
の
独
立
企
業
間
価
格
の
決
定
等
が
必
要

と
な
る
が
、
こ
れ
ま
で
移
転
価
格
課
税
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
関
連
企
業
間
取
引
の
よ
う
に
形
式
的
・
法
的
に
外
部
取
引
で
あ
り
、
会
社

法
上
も
契
約
書
や
証
憑
類
の
作
成
・
保
存
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
取
引
に
お
い
て
も
独
立
企
業
間
価
格
の
決
定
は
困
難
を
極
め
て
い
た



二
七
二

の
に
対
し
て
、
今
回
、
税
法
上
新
た
に
作
成
・
保
管
が
義
務
付
け
ら
れ
た
内
部
取
引
関
連
資
料
を
基
に
、
内
部
取
引
の
独
立
企
業
間
価
格

を
決
定
す
る
こ
と
は
さ
ら
な
る
困
難
が
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
内
部
取
引
関
連
資
料
作
成
自
体
、
海
外
Ｐ
Ｅ
を
有
す
る
企
業
に

大
き
な
コ
ス
ト
負
担
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
。
Ａ
Ｏ
Ａ
の
下
で
は
、
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
の
決
定
に
際
し
、
独
立
企
業
原
則
以
外
の
簡
便
法
に

よ
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
に
、
こ
う
し
た
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
コ
ス
ト
の
大
き
さ
や
執
行
上
の
不
公
平
の
問
題
が
今
後
、
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
れ
を
避
け
る
た
め
に
は
、
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
の
決
定
に
際
し
て
も
、
移
転
価
格
税
制
に
お

け
る
事
前
確
認
制
度
（A

dvance Pricing A
rrangem

ent

）
の
よ
う
な
制
度
の
導
入
が
必
要
と
な
ろ
う
。

（　

今
後
の
租
税
条
約
改
正
交
渉
に
お
い
て
、
新
七
条
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
条
約
締
結
国
と
日
本
と
の
間
の
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
課 

　
　
　

税
の
認
識
が
一
致
し
、
二
重
課
税
・
二
重
非
課
税
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
か
。

今
後
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
と
の
租
税
条
約
改
正
交
渉
に
お
い
て
、新
七
条
が
導
入
さ
れ
る
例
が
増
え
て
く
る
と
は
予
想
さ
れ
る
も
の
の
、

前
述
の
よ
う
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
す
べ
て
が
新
七
条
の
導
入
に
同
意
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
し
て
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
以
外
の
国

と
の
租
税
条
約
交
渉
で
は
新
七
条
が
導
入
さ
れ
な
い
可
能
性
も
高
い
。
そ
し
て
、
今
回
の
平
成
二
六
年
改
正
に
よ
り
二
重
課
税
が
解
消
さ

れ
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
日
本
の
国
内
源
泉
所
得
の
範
囲
拡
大
に
よ
り
二
重
課
税
の
可
能
性
が
高
ま
っ
た
と
言
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
新

た
に
生
じ
る
二
重
課
税
に
対
応
す
る
た
め
の
外
国
税
額
控
除
制
度
が
導
入
さ
れ
た
と
の
評
価
の
方
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（　

旧
七
条
締
結
国
と
の
間
に
お
い
て
も
、
旧
七
条
の
範
囲
で
容
認
さ
れ
た
範
囲
の
内
部
取
引
の
認
識
が
一
致
す
る
こ
と
と
な
り
、
二 

　
　
　

重
課
税
・
二
重
非
課
税
の
余
地
が
狭
ま
る
か
。

旧
七
条
締
約
国
と
の
間
で
は
、
従
前
か
ら
あ
っ
た
前
述
の
旧
七
条
二
項
と
三
項
の
解
釈
に
関
す
る
二
つ
の
見
解
の
対
立
が
さ
ら
に
深
ま

る
可
能
性
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
今
後
の
租
税
条
約
改
訂
交
渉
で
早
急
に
Ａ
Ｏ
Ａ
を
踏
ま
え
た
新
七
条
規
定
に
改
訂
し
よ
う
と
し
て
い
る



二
七
三

外
国
法
人
の
Ｐ
Ｅ
課
税
に
お
け
る
国
内
法
と
租
税
条
約
の
関
係
に
つ
い
て
（
駒
宮
）

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
と
の
間
で
は
、
内
部
取
引
に
関
す
る
旧
七
条
三
項
を
で
き
る
だ
け
限
定
的
に
解
釈
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
確
か
に
認
識

が
一
致
す
る
と
予
想
さ
れ
る
反
面
、
今
後
と
も
旧
七
条
の
維
持
を
表
明
し
て
い
る
国
々
は
同
条
項
を
根
拠
に
内
部
取
引
に
お
け
る
適
正
利

益
相
当
額
の
認
識
を
制
限
す
る
見
解
を
支
持
す
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
国
々
と
の
間
で
は
む
し
ろ
認
識
の
差
が
広
が
る
可
能

性
が
高
い
。
具
体
的
な
事
案
に
お
い
て
表
面
化
す
る
課
税
当
局
間
の
認
識
の
差
は
、
非
公
開
の
相
互
協
議
の
場
を
通
じ
て
調
整
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
が
、
条
約
の
文
言
が
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
、
国
も
し
く
は
事
案
に
よ
っ
て
日
本
の
旧
七
条
三
項
の
解
釈
適
用
に
差
が
生
じ
な
い

よ
う
に
、
相
互
協
議
の
際
の
対
処
方
針
を
事
前
に
確
立
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

第
（
節　

新
七
条
と
国
内
法
と
の
整
合
性
に
つ
い
て

1　

Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
算
定
の
際
の
本
店
配
賦
経
費
の
取
扱
い

本
店
配
賦
経
費
に
つ
い
て
、
合
理
的
な
基
準
に
よ
る
Ｐ
Ｅ
へ
の
配
賦
額
が
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
か
ら
控
除
で
き
る
の
は
本
店
が
支
出
し
た
経

費
に
限
ら
れ
る
（
言
い
換
え
れ
ば
、
実
際
に
負
担
し
た
金
額
を
超
え
て
控
除
で
き
な
い
）
こ
と
が
、
旧
七
条
三
項
コ
メ
ン
タ
リ
ー
に
よ
る
旧
七
条

の
解
釈
と
し
て
示
さ
れ
て
い
た
が
、
新
七
条
の
下
で
は
、
本
店
配
賦
経
費
に
つ
い
て
も
独
立
企
業
原
則
を
適
用
し
て
、
本
店
が
負
担
し
た

経
費
に
適
正
利
益
を
含
め
た
額
を
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
解
さ
れ
る）（（
（

。

こ
れ
に
対
し
て
日
本
の
国
内
法
の
方
は
、
新
法
人
税
法
一
四
一
条
三
項
二
号）（（
（

及
び
新
法
人
税
法
施
行
令
一
八
四
条
二
項）（（
（

に
お
い
て
、
本

店
配
賦
経
費
に
つ
い
て
は
費
用
の
み
の
控
除
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
本
店
配
賦
経
費
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
旧
七
条
三
項
タ
イ
プ

の
租
税
条
約
締
結
国
の
外
国
法
人
の
場
合
に
は
租
税
条
約
と
国
内
法
と
の
間
に
齟
齬
が
生
じ
な
い
一
方
、
新
た
に
新
七
条
と
同
じ
規
定
に

改
訂
し
た
日
英
租
税
条
約
や
日
独
租
税
条
約
の
下
で
、
日
本
に
Ｐ
Ｅ
を
有
す
る
こ
れ
ら
の
国
の
外
国
法
人
が
、
当
該
法
人
の
本
社
が
支
出



二
七
四

し
た
共
通
経
費
に
独
立
企
業
原
則
に
基
づ
く
適
正
利
益
額
を
上
乗
せ
し
た
金
額
を
、
合
理
的
基
準
に
基
づ
き
本
店
配
賦
経
費
と
し
て
日
本

の
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
か
ら
控
除
し
た
場
合
に
は
、
租
税
条
約
が
国
内
法
に
優
先
適
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
日
本
政
府
と
し
て
は
、
こ
れ
を
認

め
る
こ
と
に
な
る
と
解
さ
れ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
本
店
配
賦
経
費
に
一
定
の
適
正
利
益
を
上
乗
せ
し
た
金
額
の
控
除
を
認
め
て
い
な
い
現
行
国
内
法
の
規

定
が
、
改
正
国
内
法
が
帰
属
主
義
（
若
し
く
は
Ａ
Ｏ
Ａ
）
に
基
づ
く
制
度
と
な
っ
た
と
の
財
務
省
の
説
明
と
矛
盾
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る）（（
（

。

（　
「
単
純
購
入
」
に
つ
い
て
の
、
旧
七
条
と
新
七
条
及
び
平
成
二
六
年
度
改
正
後
の
国
内
法
と
の
関
係
に
つ
い
て

企
業
の
た
め
の
物
品
や
商
品
の
購
入
の
み
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
事
業
を
行
う
一
定
の
場
所
は
Ｐ
Ｅ
に
該
当
し
な
い
と
す
る
旧
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
の
規
定）（（
（

は
、
そ
の
ま
ま
二
〇
一
〇
年
改
訂
後
の
新
条
約
に
も
引
き
継
が
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
、
国
内
法
上
も
同
様
の

趣
旨
の
規
定）（（
（

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
旧
七
条
に
あ
っ
た
Ｐ
Ｅ
の
単
純
購
入
の
機
能
に
対
し
て
は
い
か
な
る
所
得
も
帰
属
さ
せ

な
い
と
す
る
規
定
（M

ere Purchase

条
項
）
が
、
新
七
条
か
ら
削
除
さ
れ
た
。
Ａ
Ｏ
Ａ
に
基
づ
き
事
業
所
得
条
項
に
お
け
る
帰
属
主
義
の

徹
底
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
、
改
正
後
の
法
人
税
法
に
お
い
て
も
、
商
品
の
再
販
売
取
引
に
よ
る
所
得
を
全
額
販
売
し
た

国
の
国
内
源
泉
所
得
と
定
め
て
い
た
旧
法
人
税
法
施
行
令
一
七
六
条
一
項
一
号
の
規
定
が
削
除
さ
れ
、
帰
属
主
義
に
基
づ
く
新
法
人
税
法

一
五
八
条
一
項
一
号
に
置
き
換
え
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
り
商
品
の
再
販
売
の
場
合
に
つ
い
て
も
独
立
企
業
原
則
を
適
用
し
て
、
商
品
の
仕

入
れ
国
と
販
売
国
の
間
で
国
内
源
泉
所
得
を
分
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

具
体
的
に
は
、
外
国
法
人
の
Ｐ
Ｅ
が
企
業
の
た
め
に
日
本
で
物
品
購
入
を
行
っ
た
場
合
に
も
同
じ
機
能
を
果
た
す
輸
出
商
社
が
得
る

マ
ー
ジ
ン
相
当
額
を
当
該
Ｐ
Ｅ
の
帰
属
所
得
と
し
て
認
定
す
る
と
同
時
に
、
企
業
が
調
達
し
た
物
品
を
輸
入
し
て
Ｐ
Ｅ
が
販
売
し
た
場
合

に
も
、
み
な
し
仕
入
れ
相
当
額
を
帰
属
所
得
か
ら
控
除
す
る
必
要
が
生
じ
る
た
め
、
実
務
に
お
い
て
は
、
内
部
販
売
取
引
や
内
部
仕
入
れ



二
七
五

外
国
法
人
の
Ｐ
Ｅ
課
税
に
お
け
る
国
内
法
と
租
税
条
約
の
関
係
に
つ
い
て
（
駒
宮
）

取
引
毎
の
独
立
企
業
間
価
格
の
算
定
が
必
要
と
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
帰
属
主
義
に
お
け
る
独
立
企
業
原
則
を
徹
底
す
る
な
ら
ば
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
企
業
の
た
め
に
物
品
の
購
入
の
み
を

行
う
一
定
の
場
所
に
つ
い
て
も
Ｐ
Ｅ
と
認
定
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
な
い
と
、
企
業
は
、
Ｐ
Ｅ
の
中
か
ら
物
品
購
入
機

能
の
み
を
取
り
出
し
て
Ｐ
Ｅ
と
認
定
さ
れ
な
い
別
の
一
定
の
場
所
を
設
け
る
こ
と
で
、
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
を
減
ら
す
租
税
回
避
が
可
能
と

な
っ
て
し
ま
う）（（
（

。

（　

人
的
役
務
提
供
事
業
（
芸
能
人
・
職
業
運
動
家
に
よ
る
人
的
役
務
提
供
を
除
く
）
の
対
価
と
新
七
条
の
関
係

改
正
後
の
法
人
税
法
に
お
い
て
、
国
内
に
お
い
て
人
的
役
務
の
提
供
を
主
た
る
内
容
と
す
る
事
業
で
政
令）（（
（

で
定
め
る
も
の
を
行
う
法
人

が
受
け
る
当
該
人
的
役
務
の
提
供
に
係
る
対
価
は
、
芸
能
人
及
び
職
業
運
動
家
に
よ
る
人
的
役
務
提
供
の
対
価
を
除
き
、
租
税
条
約
上
は

事
業
所
得
と
し
て
新
七
条
が
適
用
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
Ｐ
Ｅ
な
け
れ
ば
課
税
な
し
」
の
ル
ー
ル
が
適
用
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

国
内
法
上
は
、
こ
れ
ら
の
所
得
に
つ
い
て
は
、
Ｐ
Ｅ
を
有
し
な
い
外
国
法
人
で
あ
っ
て
も
法
人
税
の
課
税
所
得
と
な
る）（（
（

。
こ
れ
は
、
改
正

後
の
国
内
法
が
新
七
条
と
の
整
合
性
を
は
か
っ
た
も
の
で
あ
る
と
の
説
明
か
ら
は
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
国
内
法
に
な
っ
た
背
景
と
し
て
は
、
日
本
が
締
結
し
て
い
る
租
税
条
約
の
中
に
は
、
国
連
モ
デ
ル
条
約
と
同
じ
自
由
職
業

所
得
条
項
を
残
す
も
の
が
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
Ｐ
Ｅ
が
な
く
て
も
滞
在
期
間
が
一
八
三
日
を
超
え
る
場
合
に
は
人
的
役
務
提
供
の
対
価

が
所
得
源
泉
地
国
で
課
税
可
能
と
な
る
こ
と
に
鑑
み
、
そ
う
し
た
租
税
条
約
を
締
結
し
て
い
る
国
と
の
間
の
相
互
主
義
の
観
点
か
ら
、
こ

の
よ
う
な
規
定
と
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

本
来
、
国
内
法
に
よ
る
外
国
法
人
・
非
居
住
者
の
国
内
源
泉
所
得
課
税
の
範
囲
は
、
租
税
条
約
が
所
得
源
泉
地
国
課
税
を
認
め
て
い
る

範
囲
よ
り
も
広
く
定
め
ら
れ
て
お
り
、
相
互
主
義
に
従
い
、
租
税
条
約
で
国
内
法
に
よ
る
課
税
範
囲
を
制
限
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
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る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
租
税
条
約
と
国
内
法
と
の
課
税
条
件
の
違
い
は
あ
っ
て
当
然
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
平
成
二
六
年
度
改
正

が
新
七
条
に
沿
っ
た
も
の
と
な
っ
た
と
の
説
明
は
正
確
で
な
く
、
よ
り
近
づ
い
た
と
い
う
表
現
の
方
が
適
切
で
あ
る
。

第
（
節　

企
業
内
部
取
引
に
お
け
る
適
正
な
利
潤
決
定
の
困
難
性
の
問
題

前
述
の
よ
う
に
新
七
条
は
、
本
支
店
間
取
引
の
よ
う
な
内
部
取
引
に
つ
い
て
も
、
精
緻
化
が
進
ん
だ
関
連
者
間
取
引
に
適
用
さ
れ
る
移

転
価
格
税
制
と
同
様
の
独
立
企
業
原
則
を
厳
密
に
適
用
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
新
七
条
に
近
づ
け
る
た
め
の
平
成
二
六
年

度
改
正
も
同
じ
考
え
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
内
部
取
引
を
通
し
て
の
所
得
配
分
の
た
め
に
は
、
内
部
取
引
に
係
る
独
立
企
業
間

価
格
算
定
に
必
要
な
資
料
を
企
業
に
作
成
・
保
管
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
内
に
Ｐ
Ｅ
を
有
す
る
外
国
法
人
は
、
Ｐ
Ｅ
帰

属
所
得
関
連
取
引
に
関
す
る
明
細
書
類
の
作
成
が
、
財
務
省
令
に
よ
り
新
た
に
義
務
付
け
ら
れ
た）（（
（

。

内
部
取
引
に
よ
る
所
得
配
分
を
決
定
す
る
に
あ
た
り
、
新
七
条
コ
メ
ン
タ
リ
ー
は
、
納
税
者
の
経
済
的
に
重
大
な
リ
ス
ク
や
責
任
、
利

益
の
移
転
取
引
に
関
す
る
帳
簿
や
同
時
作
成
文
書
を
基
に
所
得
の
帰
属
を
決
定
す
べ
き
と
す
る）（（
（

。
当
該
文
書
が
、
税
務
調
査
の
際
に
有
効

な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
た
め
に
は
、
ア
機
能
・
事
実
分
析
を
踏
ま
え
た
内
部
取
引
の
経
済
的
実
質
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
イ

全
体
と
し
て
商
業
に
お
い
て
合
理
的
に
ふ
る
ま
う
企
業
が
作
成
し
た
も
の
と
同
等
の
も
の
で
あ
る
こ
と
（
も
し
、
そ
れ
と
異
な
る
場
合
に
は

税
務
当
局
が
適
切
な
内
部
取
引
価
格
を
決
定
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
こ
と
）、
ウ
独
立
企
業
原
則
に
反
す
る
よ
う
な
取
引
に
つ
い
て
の
も
の
で
な

い
こ
と
、
が
必
要
と
な
る）（（
（

。

問
題
は
、
内
部
取
引
に
つ
い
て
、
ど
こ
ま
で
独
立
企
業
間
と
同
じ
よ
う
な
文
書
の
作
成
が
現
実
に
で
き
る
か
で
あ
り
、
厳
密
な
文
書
の

作
成
を
義
務
付
け
る
ほ
ど
海
外
進
出
し
て
い
る
企
業
の
事
務
負
担
が
大
き
く
な
る
。



二
七
七

外
国
法
人
の
Ｐ
Ｅ
課
税
に
お
け
る
国
内
法
と
租
税
条
約
の
関
係
に
つ
い
て
（
駒
宮
）

国
際
的
関
連
企
業
間
取
引
に
適
用
さ
れ
る
移
転
価
格
税
制
の
執
行
に
お
い
て
す
ら
、
独
立
企
業
間
価
格
の
決
定
に
は
多
大
の
困
難
が
あ

り
、
移
転
価
格
課
税
に
伴
う
対
応
的
調
整
の
た
め
の
相
互
協
議
に
は
多
く
の
時
間
と
労
力
が
費
や
さ
れ
て
い
る
現
状
に
照
ら
す
と
、
企
業

の
内
部
取
引
に
お
け
る
独
立
企
業
間
価
格
の
決
定
に
は
、
さ
ら
な
る
困
難
が
予
想
さ
れ
る
。
国
際
的
関
連
企
業
間
取
引
の
場
合
に
は
、
形

式
だ
け
に
せ
よ
少
な
く
と
も
契
約
文
書
や
連
絡
文
書
の
作
成
が
会
社
法
上
必
要
と
さ
れ
て
い
た
が
、
内
部
取
引
の
場
合
に
は
電
話
や
メ
ー

ル
に
よ
る
指
示
等
、
正
式
な
文
書
を
交
わ
す
こ
と
な
く
行
わ
れ
て
い
る
の
が
通
常
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
支
店
が
仕
入
れ
た
商
品
を
本
店
に
送
る
場
合
の
よ
う
に
、
本
店
も
し
く
は
Ｐ
Ｅ
が
第
三
者
と
取
引
し
て
い
る
場
合
に
は
、

第
三
者
と
の
取
引
価
格
を
ベ
ー
ス
に
独
立
企
業
間
価
格
を
算
定
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
企
業
内
部
に
お
け
る
物
品
の
貸
借
や
役
務

の
提
供
の
場
合
に
は
、
こ
れ
ま
で
「
内
部
取
引
に
該
当
す
る
資
産
の
移
転
、
役
務
の
提
供
そ
の
他
の
事
実
を
記
載
し
た
注
文
書
、
契
約
書
、

送
り
状
、
領
収
書
、
見
積
書
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
書
類
又
は
そ
の
写
し
」）

（（
（

が
作
成
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
企
業
も
多
い
と
考
え
ら
れ
、
こ
う
し
た
書
類
の
新
た
な
作
成
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
に
事
務
量
と
コ
ス
ト
の
増
大
に
企
業
が
耐
え

ら
れ
な
い
懸
念
が
あ
る
。
さ
り
と
て
、
適
正
な
内
部
取
引
価
格
の
決
定
を
簡
易
な
方
法
で
行
お
う
と
す
れ
ば
、
独
立
企
業
原
則
に
反
す
る

方
法
と
し
て
租
税
条
約
違
反
に
な
る
可
能
性
が
大
き
い
。

こ
の
ま
ま
で
行
く
と
、
理
念
的
に
は
関
連
企
業
間
取
引
と
企
業
内
部
取
引
の
間
で
一
貫
性
の
あ
る
制
度
と
な
っ
た
一
方
で
、
執
行
に
あ

た
っ
て
は
課
税
当
局
と
法
人
と
間
の
交
渉
に
よ
る
裁
量
幅
の
大
き
な
課
税
制
度
と
な
っ
て
執
行
上
の
公
平
が
担
保
で
き
な
く
な
る
恐
れ
が

あ
る
。

こ
う
し
た
執
行
上
の
不
公
平
を
防
ぐ
た
め
に
は
、独
立
企
業
原
則
に
反
し
な
い
範
囲
で
の
簡
易
な
帰
属
所
得
認
定
方
法
を
早
急
に
考
え
、

公
開
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
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お
わ
り
に

本
論
文
で
は
、
財
務
省
か
ら
二
〇
一
〇
年
改
訂
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
新
七
条
に
沿
っ
た
制
度
に
改
正
し
た
と
説
明
さ
れ
た
外
国
法
人

課
税
制
度
の
平
成
二
六
年
度
（
二
〇
一
四
年
）
税
制
改
正
に
つ
い
て
詳
し
く
検
証
し
た
。
そ
の
結
果
、
同
税
制
改
正
に
よ
る
総
合
主
義
か

ら
帰
属
主
義
へ
の
変
更
は
、
新
七
条
に
改
訂
さ
れ
た
こ
と
で
必
要
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
旧
七
条
の
下
で
も
、
同
じ
よ
う
に
租
税
条

約
と
国
内
法
の
二
元
化
の
問
題
は
存
在
し
た
こ
と
、
及
び
、
租
税
条
約
と
国
内
法
の
二
元
化
は
そ
も
そ
も
租
税
条
約
が
予
定
し
て
い
る
も

の
で
あ
り
、
平
成
二
六
年
度
改
正
以
後
も
旧
七
条
を
採
る
租
税
条
約
が
当
面
存
続
す
る
中
で
、
二
元
性
の
問
題
は
依
然
と
し
て
残
る
こ
と

を
示
し
た
。

本
論
文
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
Ａ
Ｏ
Ａ
に
基
づ
く
新
七
条
と
法
人
税
制
度
は
法
体
系
的
と
し
て
は
一
貫
し
て
い
て
、
海
外
進
出
形
態
に

お
い
て
実
質
は
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
、
子
会
社
形
態
か
Ｐ
Ｅ
形
態
か
の
形
式
差
異
に
よ
る
課
税
上
の
不
公
平
を
な
く
す
こ
と
に
寄
与
し
て

い
る
一
方
で
、
執
行
上
の
公
平
の
確
保
に
懸
念
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
二
六
年
度
税
制
改
正
に
よ
る
新
制
度
が
実
際
に
適
用
開
始
さ
れ
る
の
は
平
成
二
八
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
の
所

得
に
対
す
る
法
人
税
か
ら
で
あ
り
、
早
く
て
も
平
成
二
九
年
度
三
月
期
か
ら
と
な
り
、
現
在
、
外
国
法
人
は
そ
の
準
備
に
追
わ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
新
制
度
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
確
定
申
告
書
に
つ
い
て
税
務
調
査
が
行
わ
れ
る
の
は
、
さ
ら
に
そ
の

後
に
な
る
が
、
そ
の
前
に
、
移
転
価
格
制
度
に
お
け
る
Ａ
Ｐ
Ａ
の
よ
う
な
制
度
の
導
入
も
視
野
に
入
れ
て
、
適
正
・
公
平
な
執
行
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
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外
国
法
人
の
Ｐ
Ｅ
課
税
に
お
け
る
国
内
法
と
租
税
条
約
の
関
係
に
つ
い
て
（
駒
宮
）

○　帰属主義に移行された後（改正後）の外国法人に対する課税関係は、次の表のと
　　おりです。 
　☞　【法人税】の部分が、法人税の課税対象となる国内源泉所得となります。 
　　　【源泉徴収のみ】の部分が、所得税の源泉徴収のみ行われる（源泉分離課税と
　　なる）国内源泉所得となります。

　（注）　1　土地の譲渡対価に対して 10.（1％の源泉徴収 
　　　　（　⑺から⒁の国内源泉所得の区分は所得税法上のものであり、法人税法にはこれらの国
　　　　　 内源泉所得の区分は設けられていません。 
　　　　（　源泉徴収の欄の税率は、所得税と復興特別所得税を合わせた合計税率（＝所得税率×
　　　　　 10（.1％）により表記しています。 
 
 

☞　改正前の外国法人に対する課税関係は、次のページを参照してください。

区　分　

　所得の種類

PE を有する外国法人
PE を有しな
い外国法人

源泉
徴収PE 帰属所得

PE に帰属し
な い 国 内 源
泉所得

国
内
源
泉
所
得

（事業所得）

①
Ｐ
Ｅ
の
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
所
得

無

②国内にある資産の運用・保有
（下記⑺～⒁に該当するものを除く。） 無

③ 国 内 に あ
る資産の譲渡

（右のものに
限る。）

国内にある不動産の譲渡
国内にある不動産の上に存する権
利等の譲渡
国内にある山林の伐採又は譲渡
買集めした内国法人株式の譲渡
事業譲渡類似株式の譲渡
不動産関連法人株式の譲渡
国内のゴルフ場の所有・経営に係る
法人の株式の譲渡　等

無
（注 1）

無

④人的役務の提供事業の対価
⑤国内不動産の賃借料等
⑥その他の国内源泉所得

（0.（（%
（0.（（%

無

⑺債券利子等
⑻配当等
⑼貸付金利子
⑽使用料等
⑾事業の広告宣伝のための賞金
⑿生命保険契約に基づく年金等
⒀定期積金の給付補塡金等
⒁匿名組合契約等に基づく利益の分配

1（.（1（%
（0.（（%
（0.（（%
（0.（（%
（0.（（%
（0.（（%
1（.（1（%
（0.（（%

国 内 源 泉 所 得 以 外 の 所 得 課　税　対　象　外 無

【法人税】

【法人税】

【源泉徴収のみ】

【外国法人に対する課税関係の概要】（改正後）

別紙　「国際課税原則の帰属主義への見直しに係る改正のあらまし」
（国税庁のホームページより）

出所：https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h（（kokusai-aramashi.pdf 



二
八
〇

（
1
）
旧
法
人
税
法
（
以
下
、「
旧
法
法
」
と
表
記
す
る
。）
一
四
一
条
一
号
、
旧
法
法
一
四
五
条
一
項

（
（
）
旧
所
得
税
法
（
以
下
、「
旧
所
法
」
と
表
記
す
る
。）
七
条
五
号
、
一
七
八
条
、
二
一
二
条
、
一
六
一
条
一
の
二
号
か
ら
七
号
及
び
九
号
か
ら
一

二
号

（
（
）
旧
法
法
一
四
五
条

（
（
）
平
成
二
六
年
度
改
正
後
の
新
法
人
税
法
（
以
下
、「
新
法
法
」
と
表
記
す
る
。）
一
四
四
条

（
（
）
旧
法
法
一
四
一
条

（
（
）
新
法
法
二
条
一
二
の
一
八
号
イ
、
ロ
、
ハ

（
（
）
新
法
法
一
三
八
条
一
号

（
（
）
こ
の
よ
う
に
企
業
の
関
連
部
門
を
各
々
独
立
し
た
企
業
で
あ
る
と
仮
定
す
る
考
え
方
を
「
独
立
企
業
原
則
」
と
呼
ぶ
。

（
（
）
新
法
法
一
三
八
条
一
項
一
号

（
10
）
自
由
職
業
所
得
・
芸
能
人
等
所
得
・
専
門
知
識
技
能
提
供
所
得
等
の
国
内
で
提
供
さ
れ
た
人
的
役
務
提
供
事
業
（
平
成
二
六
年
度
改
正
後
の
新

法
人
税
法
施
行
令
（
以
下
、「
新
法
令
」
と
表
記
す
る
。）
一
七
九
条
）

（
11
）
新
法
法
一
三
八
条
一
項

（
1（
）
新
法
法
一
四
一
条

（
1（
）
新
法
法
一
四
四
条
の
二

（
1（
）
旧
法
法
の
下
で
も
金
銭
の
貸
付
け
、
投
資
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
行
為
に
よ
り
生
ず
る
所
得
で
Ｐ
Ｅ
に
帰
属
す
る
も
の
は
、
例
外
的
に
国
内

源
泉
所
得
と
し
て
課
税
対
象
と
す
る
制
度
が
あ
っ
た
が
、
当
該
所
得
に
つ
い
て
外
国
法
人
税
が
課
さ
れ
る
場
合
に
は
、
課
税
対
象
か
ら
除
く
こ
と

に
よ
り
二
重
課
税
を
排
除
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
外
国
税
額
控
除
制
度
を
使
う
必
要
は
な
か
っ
た
。（
旧
法
人
税
法
施
行
令
（
以
下
、「
旧
法
令
」

と
表
記
す
る
。）
一
七
六
条
五
項
）

（
1（
）
旧
法
令
一
四
二
条
三
項

（
1（
）
例
え
ば
、
Ａ
国
法
人
の
日
本
支
店
の
従
業
員
が
Ｂ
国
に
出
張
し
て
一
〇
〇
の
所
得
を
得
た
場
合
、
Ｂ
国
で
国
内
法
に
基
づ
き
二
〇
の
税
が
課
さ

れ
た
と
す
る
。
旧
法
人
税
で
は
こ
の
一
〇
〇
は
国
外
所
得
と
し
て
課
税
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
た
め
、
日
本
と
Ｂ
国
の
間
で
二
重
課
税
は
発
生
せ

ず
、外
税
控
除
も
必
要
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
改
正
後
は
、こ
の
一
〇
〇
の
所
得
も
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
と
し
て
日
本
の
課
税
対
象
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、



二
八
一

外
国
法
人
の
Ｐ
Ｅ
課
税
に
お
け
る
国
内
法
と
租
税
条
約
の
関
係
に
つ
い
て
（
駒
宮
）

外
国
税
額
控
除
制
度
を
適
用
し
よ
う
と
し
た
時
、
従
来
の
よ
う
に
、「
国
外
源
泉
所
得
は
国
内
源
泉
所
得
以
外
の
も
の
」
と
し
て
外
税
控
除
限
度
額

を
計
算
す
る
と
、こ
の
例
の
場
合
、国
外
源
泉
所
得
は
ゼ
ロ
で
あ
る
か
ら
、こ
れ
に
日
本
の
実
効
税
率
を
乗
じ
た
外
税
控
除
限
度
額
も
ゼ
ロ
と
な
り
、

外
税
控
除
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

（
1（
）
新
法
法
一
四
四
条
の
二
第
四
項

（
1（
）
『
改
正
税
法
の
す
べ
て
（
平
成
（（
年
版
）』
大
蔵
財
務
協
会
（
平
成
二
六
年
七
月
）
六
七
二
頁

（
1（
）
他
の
国
が
締
結
し
た
租
税
条
約
例
で
は
、
国
外
所
得
免
除
方
式
に
よ
り
二
重
課
税
を
排
除
す
る
も
の
も
あ
る
。

（
（0
）
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
も
国
連
モ
デ
ル
租
税
も
ソ
ー
ス
ル
ー
ル
を
定
め
た
条
項
は
な
い
が
、
実
際
に
締
結
さ
れ
た
租
税
条
約
の
中
に
は
、

旧
日
米
租
税
条
約
第
六
条
の
よ
う
に
、
ソ
ー
ス
ル
ー
ル
を
定
め
た
規
定
を
持
つ
も
の
も
例
外
的
に
あ
る
。

（
（1
）
例
え
ば
、
貸
金
業
を
営
む
個
人
が
受
け
取
る
利
子
は
、
所
得
税
法
上
は
利
子
所
得
で
は
な
く
事
業
所
得
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
租

税
条
約
上
で
は
、
事
業
所
得
条
項
の
七
条
で
は
な
く
利
子
所
得
条
項
の
一
一
条
が
適
用
さ
れ
る
。

（
（（
）
例
え
ば
、
日
本
の
居
住
者
で
あ
る
貸
金
業
者
が
外
国
に
い
る
債
務
者
に
お
金
を
貸
し
て
利
息
を
受
け
取
っ
た
場
合
、
当
該
利
子
所
得
は
事
業
所

得
と
利
子
所
得
が
競
合
す
る
こ
と
に
な
る
が
、こ
の
場
合
は
、ま
ず
租
税
条
約
上
の
一
〇
％
の
制
限
税
率
を
定
め
る
利
子
所
得
条
項
が
適
用
に
な
る
。

そ
し
て
一
〇
％
で
源
泉
徴
収
を
さ
れ
た
後
の
受
取
利
子
は
、
日
本
の
所
得
税
法
上
、
事
業
所
得
と
し
て
申
告
さ
れ
、
源
泉
徴
収
税
に
つ
い
て
外
税

控
除
の
対
象
と
な
る
。

（
（（
）
国
に
よ
っ
て
は
、
事
業
利
得
税
等
、
所
得
税
や
法
人
税
と
は
別
の
所
得
に
対
す
る
税
と
し
て
課
税
す
る
国
も
あ
る
。

（
（（
）
こ
れ
に
対
し
て
米
国
の
よ
う
に
条
約
と
国
内
法
と
優
先
関
係
は
後
法
優
先
と
す
る
国
も
あ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
租
税
条
約
の
よ
う
な
技
術

的
な
条
約
の
場
合
に
は
直
接
適
用
は
な
く
、
条
約
を
実
施
す
る
た
め
の
特
例
法
の
成
立
を
待
っ
て
初
め
て
効
力
を
持
つ
国
の
場
合
に
は
、
租
税
条

約
の
効
力
が
事
実
上
国
内
法
と
同
等
の
地
位
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
結
果
、
後
法
優
先
と
な
る
国
も
あ
る
。

（
（（
）Base Erosion Profit Shifting

の
略
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
、
Ｇ
（0
に
お
い
て
租
税
回
避
対
処
策
に
つ
い
て
議
論
す
る
フ
ォ
ー
ラ
ム

（
（（
）
最
近
の
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
の
議
論
で
は
、
二
国
間
の
国
内
法
の
違
い
か
ら
生
じ
る
二
重
非
課
税
が
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
租
税
条
約
適
用
の
結
果
生
じ

る
二
重
非
課
税
に
つ
い
て
は
、
未
だ
対
策
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
ア
ッ
プ
ル
や
グ
ー
グ
ル
が
租
税
回
避
目
的
で
使
っ
た
ダ
ブ
ル
ア
イ
リ
ッ

シ
ュ
・
ダ
ッ
チ
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
方
式
に
よ
る
ス
キ
ー
ム
で
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
オ
ラ
ン
ダ
間
の
租
税
条
約
も
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、

議
論
の
対
象
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。



二
八
二

（
（（
）
和
訳
は
、
租
税
政
策
・
税
務
行
政
セ
ン
タ
ー
の
仮
訳
に
よ
る
。
以
下
の
二
〇
〇
八
年
レ
ポ
ー
ト
の
和
訳
も
同
じ
。

（
（（
）
旧
七
条
三
項
コ
メ
ン
タ
リ
ー
・
パ
ラ
二
八

（
（（
）
同
上
・
パ
ラ
三
二

（
（0
）
同
上
・
パ
ラ
三
三

（
（1
）
同
上
・
パ
ラ
三
四

（
（（
）
同
上
・
パ
ラ
三
五
～
四
〇

（
（（
）
同
上
・
パ
ラ
四
一
～
四
二

（
（（
）
同
上
・
パ
ラ
四
三
～
四
五

（
（（
）
同
上
・
パ
ラ
四
六
～
四
八

（
（（
）
二
〇
一
〇
改
訂
後
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
七
条
コ
メ
ン
タ
リ
ー
・
パ
ラ
二
七

（
（（
）
新
七
条
コ
メ
ン
タ
リ
ー
・
パ
ラ
四
三

（
（（
）
同
上
・
パ
ラ
四
二

（
（（
）
一
部
修
正
す
る
こ
と
を
予
め
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
コ
メ
ン
タ
リ
ー
で
留
保
し
て
い
る
国
も
多
い
。

（
（0
）
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
と
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
非
加
盟
国
と
の
間
の
租
税
条
約
で
は
、
加
盟
国
間
の
租
税
条
約
に
比
し
て
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
と
の
乖
離
が

さ
ら
に
大
き
く
な
る
。

（
（1
）
国
連
モ
デ
ル
条
約
も
基
本
的
性
格
は
同
じ
で
あ
る
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
と
の
違
い
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
が
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
で
あ

る
先
進
国
間
の
租
税
条
約
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
国
連
モ
デ
ル
条
約
は
、
国
連
構
成
国
で
あ
る
開
発
途
上
国
と
先
進
国
の
間
の
租

税
条
約
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

（
（（
）
平
成
二
八
年
九
月
九
日
現
在
の
財
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ<http://w

w
w

.m
of.go.jp/tax_policy/sum

m
ary/international/1（（.htm

>

に

よ
る
。

（
（（
）
旧
ソ
連
・
旧
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
と
の
条
約
が
複
数
国
へ
承
継
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
条
約
等
の
数
と
国
・
地
域
数
が
一
致
し
な
い
。

（
（（
）
台
湾
に
つ
い
て
は
、
公
益
財
団
法
人
交
流
協
会
（
日
本
側
）
と
亜
東
関
係
協
会
（
台
湾
側
）
と
の
間
の
民
間
取
決
め
及
び
そ
の
内
容
を
日
本
国

内
で
実
施
す
る
た
め
の
法
令
に
よ
っ
て
、
全
体
と
し
て
租
税
条
約
に
相
当
す
る
枠
組
み
を
構
築
。



二
八
三

外
国
法
人
の
Ｐ
Ｅ
課
税
に
お
け
る
国
内
法
と
租
税
条
約
の
関
係
に
つ
い
て
（
駒
宮
）

（
（（
）
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
条
約
の
よ
う
に
旧
七
条
の
条
項
か
ら
利
益
配
分
方
式
に
よ
る
帰
属
所
得
の
決
定
条
項
の
み
を
削
除
し
た
条
約
例
が
あ
る
。

（
（（
）
「the other Contracting State agrees that

…
」

（
（（
）
例
え
ば
、
モ
デ
ル
条
約
で
は
使
用
料
は
一
二
条
に
よ
り
源
泉
地
国
免
税
と
な
っ
て
い
る
が
、
例
外
と
し
て
使
用
料
が
Ｐ
Ｅ
帰
属
所
得
で
あ
れ
ば

事
業
所
得
の
一
部
と
し
て
源
泉
地
国
で
課
税
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
使
用
料
の
支
払
い
が
Ｐ
Ｅ
廃
止
後
に
な
っ
た
場
合
に
事
業
所

得
条
項
で
は
な
く
使
用
料
条
項
が
適
用
に
な
る
と
解
さ
れ
る
と
源
泉
地
国
課
税
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

（
（（
）IRC（（（（
（d
）

（
（（
）IRC（（（

（b
）, （（ CFRI

─（（（

─1

（b

）

（
（0
）IRC（（（

（c

）

（
（1
）
日
本
の
租
税
条
約
で
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
と
同
様
の
帰
属
主
義
を
採
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
に
世
界
で
は
、
国
連
モ
デ
ル
租
税
条

約
が
採
用
す
る
修
正
帰
属
主
義
を
採
る
条
約
例
も
あ
る
。

（
（（
）
新
七
条
コ
メ
ン
タ
リ
ー
・
パ
ラ
三
九
─
四
〇

（
（（
）
新
法
法
一
四
一
条
三 

項
「
外
国
法
人
の
各
事
業
年
度
の
恒
久
的
施
設
帰
属
所
得
に
係
る
所
得
の
金
額
に
つ
き
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
二
条

（
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
）
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
す
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

二　

第
二
二
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
販
売
費
、
一
般
管
理
費
そ
の
他
の
費
用
に
は
、
外
国
法
人
の
恒
久
的
施
設
を
通
じ
て
行
う
事
業
及
び

そ
れ
以
外
の
事
業
に
共
通
す
る
こ
れ
ら
の
費
用
の
う
ち
、
当
該
恒
久
的
施
設
を
通
じ
て
行
う
事
業
に
係
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
配
分
し
た
金
額
を
含
む
も
の
と
す
る
。」

（
（（
）
新
法
令
一
八
四
条
二
項
「
法
第
百
四
十
二
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
配
分
し
た
金
額
は
、
外
国
法
人
の
当

該
事
業
年
度
の
同
号
に
規
定
す
る
費
用
に
つ
き
、
当
該
外
国
法
人
の
恒
久
的
施
設
を
通
じ
て
行
う
事
業
及
び
そ
れ
以
外
の
事
業
に
係
る
収
入
金
額
、

資
産
の
価
額
、
使
用
人
の
数
そ
の
他
の
基
準
の
う
ち
、
こ
れ
ら
の
事
業
の
内
容
及
び
当
該
費
用
の
性
質
に
照
ら
し
て
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
基
準

を
用
い
て
当
該
外
国
法
人
の
恒
久
的
施
設
を
通
じ
て
行
う
事
業
に
配
分
し
た
金
額
と
す
る
。」

（
（（
）
お
そ
ら
く
は
、未
だ
旧
七
条
タ
イ
プ
の
租
税
条
約
が
多
い
現
状
で
は
、旧
七
条
三
項
と
親
和
性
の
高
い
現
行
の
国
内
法
規
定
を
維
持
す
る
一
方
で
、

今
後
の
租
税
条
約
改
定
交
渉
の
結
果
、
旧
七
条
タ
イ
プ
の
租
税
条
約
が
減
り
新
七
条
タ
イ
プ
の
租
税
条
約
例
が
増
え
た
時
点
で
、
こ
の
国
内
法
の

条
文
の
原
則
と
例
外
の
書
き
か
え
が
予
定
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
推
測
の
域
を
で
な
い
。



二
八
四

（
（（
）
旧
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
五
条
四
項
ｄ
号

（
（（
）
新
法
法
二
条
一
二
の
一
八
号
及
び
法
人
税
法
施
行
令
四
条
の
四
第
二
項
一
号

（
（（
）
例
え
ば
外
国
法
人
が
日
本
か
ら
Ａ
商
品
の
輸
入
業
務
と
Ｂ
商
品
の
日
本
へ
の
輸
出
・
販
売
事
業
を
行
う
場
合
、
一
つ
の
支
店
で
両
方
の
業
務
を

行
え
ば
Ａ
商
品
の
輸
出
に
関
す
る
手
数
料
相
当
額
も
支
店
に
帰
属
す
る
所
得
の
一
部
と
し
て
課
税
対
象
に
な
る
の
に
対
し
て
、
二
つ
の
支
店
に
分

け
て
行
え
ば
、
Ａ
商
品
の
輸
出
業
務
の
み
を
行
う
支
店
は
Ｐ
Ｅ
と
判
定
さ
れ
ず
、
輸
出
業
務
に
関
す
る
手
数
料
相
当
額
が
課
税
対
象
に
な
ら
な
く

な
る
。

（
（（
）
新
法
令
一
七
九
条

（
（0
）
新
法
法
一
四
一
条
二
号
、
新
法
法
一
三
八
条
一
項
四
号
、
新
法
法
一
七
九
条
一
号
、
三
号

（
（1
）
新
法
法
一
四
六
条
の
二
、
法
人
税
法
施
行
規
則
六
二
条
の
二
、
六
二
条
の
三

（
（（
）
新
七
条
コ
メ
ン
タ
リ
ー
・
パ
ラ
二
六

（
（（
）
同
前

（
（（
）
新
法
人
税
法
施
行
規
則
六
二
条
の
三
一
号

（
新
潟
大
学
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学
院
現
代
社
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文
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教
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）


